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1-1早 はじめに





国は、1990 (平成2)拝の「15フショック勺を契機に少子化の問題が大きく取

り上げられるようになの、少子化の流れを変えるため様尺恋施策に取り組んできま

した。

しかしながら、子どもや子育てをめぐる環境は依然廠しく、また、就労形態の多

様化や女性の社会進出に伴い、保育二ーズは年々増加し、保育所待機児童は全国的

な問題と恋る恋ど子ども・子育てを取り巻く社会情勢の変化を受け、 2012 (平成

24)年8月には「子ども・子育て関連3法」を制定し、 2015 (平成27)年4月か

ら本格施行した「子ども・子育て支援新制度」のもと、「質の高い幼児期の学校教
^

保育の総合的恋提供」、「保育の量的拡大・確保」、「地域の子ども・子育て月、

支援の充実」を柱として、一人ひとりの子どもが健やかに成長できる社会の実現を

目指してきました。

その後2016 (平成28)年6月に「ニッポンー億総活躍プラン」が閣議決定さ

れ、希望出生率18%に向けた対応策が示され薮した。

また、 2017 (平成29)年12月に「子育て安1山プラン」が閣議決定され、

2020 (令和2)年度末までに全国の待機児童を解消し、待機児童ゼロを維持しつつ

女性の就業率80%に対応できる約32万人の受皿を整備することとしました。

さらに、 2019 (令和元)年10月から、幼児教育・保育の無償化が実施されたと

ころです。

長崎市においては、平成27年3月に長崎市子ども・子育て支援事業計画(計画期

間平成27年度~令和元年度)を策定し、「安心して子どもを生み育て、子どもが健

やかに育つまち」を実現するために、子ども・子育て支援の充実に取り組んできま

した。

この計画が2019 (令和元)年度をもって計画期間満了となることから、市民か

らの子育て支援に関する二ーズ調査を基に、本市の現状と課題を再度分析・整理

し、令和2年度から令和6年度までの5年間を計画期間とする、「第2期長崎市子ど

も・子育て支援事業計画」を策定し、引き続き、子ども・子育て支援のさら恋る充

実に取り組みます。

定の景
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15フシヨツク:合計特殊出生率がひのえう弐の年である昭和41年(1966年)の158を下回コたことから称されてぃ
ます。



■第1

年度

期計画策定以降の主な国の動向

法律・制度等

子ども・子育て

支援法一部改正

平成28年度

ニッポンー億総

活耀プラン

仞れ目のない保

育のための対策

主な内容

待機児童解消加速化プランにょり40万人から50万人に上乗

せされた10万人分の受け皿確保について、内訳の5万人分を

企業主'型保育のにより対応。

「夢をつむぐ子育て支援」として、「希望出生率18」の実現に

向けた対応策を示す。

待機児童の解消に向けて取り組む市町村を支援するため、施設

整備、入園予約制、保育コンシェルジユの展開などを明確化。

児童虐待についての発生予防から自立支援ぎで一連の対策のさ

らなる強化に向けた、児童福祉法の理念を明確化、子育て世代包

括支援センターミ又についての法制化恋ど。(一部早成 29年

4月施行)

令和2年度末までに全国の待機児童を解消、待機児童ゼロを維

持しつつ女性の就業率80%に対応できる約32万人分の受け

皿の整備。

「人づくり改革」において、教育・保育の無償化、待機児童の解

消、高等教育の無化恋どを掲げる。

事業主拠出金の率の上限の引き上げ、充当対象の拡大、待機児童

解消等の取組みの支援、広域調整の促進による待機児童の解消

など。

10月から開始。認可保育サービスや幼稚園、認定こども園の利

用について0~2歳の住民税非課税世帯、3~5歳の全世帯を対

象に実施。

児童福祉法改正

平成29年度

子育て安心プラ

ン

平成30年度

新しい経済政策

パッケージ

令和元年度

子ども・子育て

支援法一部改正

幼児教育・保育

の無償化

2 画の位置づけと性格

(1)法的根拠と性格

①この計画は、子ども・子育て支援法第 61 条に規定する「市町村子ども・

子育て支援事業計画」であの、長崎市次世代育成支援後期行動計画を一部継承

しています。

②この計画は、「長崎市総合計画」を上位計画とし、母子及び父子並ぴに婦

福祉法に基づく「ひとの親家庭等自立促進計画」、及び国の通知により策定が

定められている「母子保健計画」の内容を含みます。

③この計画は、長崎市障害福祉計画・長崎市障害児福祉計画など、長崎市の子

ども.子育て支援に関する事項を定めた、その他の計画と調和が保たれたもの

とします。



(2)計画の期間

令和2年度から令和6年度薮での5か年とします。

( 3 ) 崎市の子ども・子

計画期間

平成10年度~平成14年度

平成15年度~平成16年度

てに閲する計画の変

計画名称

平成17年度~平成21年度

長崎市子育て支援計画

平成22年度~平成26年度

2 長崎市子育て支援計画

※①の見直し

3 次代のながさきっ子プラン

(長崎市次世代育成支援前期行動計画)

※次世代育成支援対策推進法に基づく計画

平成27年度~令和元年度

令和2年度~令和6年度

4 次代のながさきっ子プラン

(長崎市次世代育成支援後期行動計画)

⑤長崎市子ども・子育て支援事業計画

※子ども・子育て支援法に基づく計画

⑥第2期長崎市子ども・子育て支援事業計画



3 画の策定方法

(1)策定体制

学識経験者、保育所・幼稚園、放課後児童クラブの関係者、子育て中の保護者等

から構成される「長崎市社会福祉審議会児童福祉専門分科会(長崎市版子ども・子

育て会議)」で審議しました。

(2)査の施

市民の二ーズを把握するため、以下のとおり調査を行いました。

小学生査学前児童調査調査の類

対象者市内在住の就学前児童(0~5歳)市内在住の小学生(1~6年生)

保護者回答者

平成30年10月29日~11月30日調査期間

住民基本台帳により無作為抽出し、▲_
実施方法保育所、幼稚園等を通して、又は郵一,.""'学校を通して配布・回収

送により配布し、郵送による回収

3,000フ,000配布数

有効回収数

有効回収率

(3)バブリックコメントの施

3942

56.3% 92.フ%

2,781



第2章長崎市の子どもと

子育て家庭を取り巻く

現状と課題





1 崎市の子どもと子て・の状

(1)人口

0 長崎市の人口は年炭減少傾向にあの、年少人口(0~14歳)も減少傾向が続い

ており、全体の12%弱の割合で推移しています。

0 老年人口は年尺増加し、全体の30%を超える割合に恋っています。

《長市の年3区分別人口の推移(各年10月1日現在)》
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《年少人口割合の比較》

1'.OX
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2)出生数と合特殊出生率

0 長崎市の子どもの出生数は、平成26年には3300人を下回り、その後も減少

が続いています。

0 合計特殊出生率2は、平成29年は1.50と恋り平成27年以降、全国平均を上

回っているものの、県平均よりも低い水準にあります。

《長市の出生数と合計特殊出生率》

3.400

^^^^

12.4X

平成27年

長崎市

【資料:「国勢調」

12、8X
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3.000
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2 含計特殊出生率:15~49歳の女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率と同じ確率で出産
するとしだ場合に、一生の間に生むと想定される子どもの数に相当します。

1.40

平成26年

出生数(人)

1,47

3,136

1.49

平成28年平成27年

合計特殊出生率(長崎市)

【資料:「長崎市統計年鑑」、「長崎市の保健行政」】
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《合計特殊出生率の比較》

1.帥

1.釦
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1.66

1.43 1.42
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E回
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(3)世帯

単独世帯の増加に伴い、核家族世帯、その他の世帯の割合が減少しています。

世帯総数は増加していますが、子どもがいる世帯数は減少しています。

母子世帯、父子世帯は減少傾向にあります。

《長市の世帯状況》
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《長崎市の子どもがいる世帯の状況》
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(4)女性の就業状況

0 女性の就業率は上昇しており、女性の労働意欲の高ぎのや、共働き世帯の増加な

どが進んでいることがうかがえ弐す。

0 全体的にM字力ーブを描いていますが、ゆるやか恋力ーブに変化してきていま

す。

《長崎市女性の就案率》
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2 長市の子ども・子て支の現状と題

(1)幼児期の教・保

量の見込みと確保策のえ方は、P61~69参照

[現状と課劇

小学校就学前の児童数(0~5歳)は、毎年減少傾向にあの、今後も減少すること

が見込まれますが、共働き世帯の増加などにより、保育所等へ子どもを預けたいとい

う二ーズは増加傾向にあのます。

平成27年度から平成30年度の間に、民間の保育所及び認定こども園の施設整

備、認定こども園への移行促進や定員変更等によの定員枠が956人分増え、また、待

機児童については、他に利用可能恋施設がある場合において、これまで、 2箇所以上

の施設を希望している場合は待機児童としていぎしたが、特定の施設を希望して待機

している場合には待機児童数には含めないこととしたこと、また、入所未決定の保'

者に対し、希望施設以外で入所可能恋施設の情報を提供し入所につ恋げたこと等によ

り、保育所等待機児童は0人(平成31年4月1日現在)となりました。

しかしながら、年度途中の入所希望児童については、可能な限り受入れを行ってい

るものの、地域によっては定員数が不足していることや、入所希望の地域・施設に偏

りがあり、年度末に向けて待機児童が発生している状況です。

一方、幼稚園の在園児数は減少しており、平成27年度から平成30年度の間に、

1号認定児童数は、 340人減少しています。

今後も、定員数の不足が見込まれる区域については、民間の保育所及び認定こども

園の施設整備や認定こども園への移行を促進する必要があります。

《就学前児童(0~5歳)の保所・認定こども園(保)利用状況(各年4月1日現在)》
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《保育所等の定員超過の状況(各年4月1日現在)》
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《3~5歳児の幼稚園利用状況(各年5月1臼現在)》
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《幼稚園の定員と児童数(各年5月1日現在)》

8.000

厄画 6,6舗6,7船フ.伽0
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【ニーズ調査結果】

0.9

※「n」とあるのは回答者数を表しています。比率は、少数点第2位を四捨五入しているため、合計が100%にな
ら恋い合があり韮す。また、[複数]は回答を2つ以上選択してもよいものであり、比率の合計が100%にな
らない合があります(以下、全ての二ーズ調結果において同様)。

就学前児童(現在、定期的な教育・保育サーピスを利用していない児童を除く)の平

日(月~金曜日)の定期的恋教育・保育サービスの利用状況は、 1認可保育所

(51.4%)、②認定こども園(303%)、③幼稚園(14.1%)となっています。

就学前児童の平日の定期的な教育・保育サービスの利用希望(第1希望)は、1認可

保育所(378%)、②認定こども園(332%)、③幼稚園(19.1%)となっていま

す。
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《平日の定期的な教
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(2)地域の子ども・子育て支

①延長保事

量の見込みと確保策の考え方は、P74~乃参照

[概要]

保育が必要であると認定(2号、 3号認定3)を受けた子どもが、保育所、認定こど

も園において、通常の利用日(平日、土曜日)及び利用時間以外に保育を希望する場

合に、保育を実施する事業。

[現状と課 1

平日、土曜日の延長保育については、多くの認定こども園及び保育所で実施(私立

卞17施設のうち 115施設、公立6施設全て(平成30年度実績))されており、

ーズには概ね対応できています。しかし、休日(日曜、祝日)の保育の二ーズについ

ては、認可保育所等では受け入れを行っていないため対応できていません。

今後は、既に実施している認可外保育施設等の周知を含め、ニーズに対応できる方

法を検討していく必要があります。

【ニーズ調査結果】

》 就学前児童の保、者の「土曜日の教育・保育サービスの利用希望」は、Π訓弐毎週利

用したい」が286%、「月1~2回利用したい」が35.4%で両方合わせると、

64ρ%が利用を希望しています。

一方、「日曜・祝日の教育・1呆育サービスの利用希望」は、「利用する必要はな

が700%、「月1~2回」が22.1%、Π訓ま毎週」が27%となってい韮す。

《土曜、日曜・祝日の教・保育サービスの利用希望(就学前児調)》

利用する必要はない

ほほ毎週利用したい

0

月1~2回利用したい

釦

ヨ1号認定:溝3歳以上で保育の必要性が恋い子ども

2号認定:満3歳以上で保育の必要性がある子ども

3号認定:満3歳末満で保育の必要性がある子ども

無回答

卯

34.フ
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5.1

印 70 80

0土曜
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②一時預かり業

【幼稚園型】

量の見込みと確保策の考え方は、P76~刀参照

[概要】

幼稚園に通う子どもが、通常の利用時間終了後に、保二者の事情により家庭で保育

を受けることができない場合に、幼稚園において一時的に預かる事業。

[現状と課

幼稚園における預かの保育は、利用実纏の増加に対し、実施施設も増加しており

預かり枠の確保ができているため、概ね二ーズには対応できています。

今後は、保そ者の多様な二ーズに対応するため長時問や土曜日の利用等について検

討していく必要があります。

【幼稚園型以外】

量の見込みと確保策のえ方は、P78~80 照

[概要】

保,者の事情により、家庭において一時的に保育を受けることができない場合に、

保育所等において一時的に預かる事業。

[現状と題]

長崎市全体では、預かり枠は概ね確保できています。

しかしながら、区域ごとの二ーズに応じた預かり枠の確保ができていないだめ、区

域によっては、不足している区域もあります。弐た、定員設定を行っていない一時保

育では、入所児童数の増によの一時保育に対応できてい恋い場合もあります。

今後も、定員設定を行う一時預かり事業の実施を推進していく必要があります。

【ニーズ調査結果】

》 就学前児童の「平日の定期的な教育・保育サービスの利用状況」では、幼稚園の預か

り保育は28%、「平日の定期的恋教育・保育サービスの利用希望(第1希望)」で

は、幼稚園の預かの保育は33%となってい薮す。

就学前児童の保き者のうち、「認定こども園での一時預かり」を「聞いたことがあ

る」は847%、「利用したことがある」は20.3%、「今後利用したしU は41.1%と

なっています。

》



《定期的な教育・保育サービスの利用状況(就学前児童調査)》
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③地域子て支援拠点(子て支センター)

量の見込みと確保策の考え方は、P81参照

[概要】

就学前児童(概ね3歳未満児)及びその保,者が相互交流できる場所を身近に開

設し、子育てについての相談、情報提供、助言その他の援助を行う事業。

[現状と課

核家族化の進展や地域のつ恋がりの希薄化などにより、祖父母等や近隣の方勺か

らの子育てに対する助言、支援や協力を得ることが困難恋状況にある中で、子育て

の負担や不安、孤立感を軽減するために、身近な場所で子どもやその保三者が交流

できる場は引き続き必要となっています。

市内10箇所(平成31年4月1日現在)に設置していますが、利用組数は増加

傾向にあの、平成30年度には年間延26,000組を超える親子が利用しています。

利用者が、より身近な場所で利用できるよう末設置区域について、早急に設置を

進めていく必要があのます。

《子

年度

設置数

延利用組数

て支援センター利用実績》

H26 H27

【ニーズ調査結果】

》子育て支援センターを「利用している」は132%、「利用していなしU は857%と

なっており、「利用していない理由」は、「利用したいと思わ恋しU が36ρ%、「近く

になしU が12.1%、「子育て支援センターを知らなかった」が10.4%と続いていま

す。

《子て支センターの利用状況及び利用していない理由(就学前児調査)》
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10箇所
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無回答
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④子育て助活動支業(ファミリー・サポート・センター)

量の見込みと確保策の考え方は、P82~船参照

[概要】

地域において育児の援助を行いたい者(まかせて会員)及び育児の援助を受けたし

者(おねがい会員)が会員となり、地域の中で一時的な子育ての助け合いを行う事業。

[現状と課剖

会員数、活動回数ともに増加傾向にありますが、おねがい会員の数に対し、まかせ

て会員の数が少ない状況が続いており、時間帯や支援内容によっては、身近恋地域の

中でマッチングができない場合があります。

身近な地域の中で助け合いができるように、まかせて会員の数を増やすなど、おね

がい会員が利用しやすい環境を引き続き整備していく必要があります。

《ファミリー・サポート・センター会

H27年度 H26

399 人まかせて会員

879 人おねがい会員

70人どっちも会員

1,824 回延活動回数

【ニーズ調査結果】

ファミリー.サポート・センターを「聞いたことがある」は就学前児童の保.者が

629%、小学生の保三者が709%となっており、「利用したことがある」は就学前

児童の保.者が43%、小学生の保そ者が37%と恋ってい薮す。

また、「今後利用したい」はどちらも20%台と恋っています。

《ファミリー・サポート・センターの利用状況等(就学前児・小学生調査》

4.3 3.フ

、活動実績》

H28

・ 22 -
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1,628 回

100
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918人
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70人
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948 人

H30

70人

1,717 回

549 人

997 人

73 人

2,124 回

問いたことがある

就学前児童 0=3.942
小学生 "=ユ'781
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⑤病児・病後児保業

量の見込みと確保策の考え方は、P84参照

[概要】

保を者が就労等て、病気やその回復期にある児童を寡庭て保育てきない時に、小児

科医院等に付設された専用スヘース等て看二師等が保育する事業

[現状と課題]

地区が異恋る市内6箇所(小児科医院5箇所、保育所1箇所)において事業を実施

しており、保護者の利便性が高く、利用がしやすい状況にあります

施設によっては、感染症の流行等の繁忙期に利用てきない場合もありますが、繁忙

期以外は比較的預かのがてきている状況てす

今後も利用者の二ーズを把握し、必要に応じて配置の検討を行う必要があります

《病児・病後児保

年度

実施箇所数

延利用者数

【ニーズ調査結果】

》 就学前児童の保き者のうち、「子どもが病気やケガで通常の教育・保育サービスが利

用できなかった際の対応」としては「母親または父親が仕事を休んだ」が約80%と

なっており、「病児・病後児の保育を利用した」は115%となっています。

《病やケガで通常の教・保サービスが利用できなかった際の対応就学前児調)[複数]》

業利用実績》

H26

6箇所

6,995 人

H27

6箇所

フ,213 人

1 でき

H28

6箇所

フ,710 人

うしと

ス

^'.

H29

6箇所

フ,048 人

H30

6箇所

6,191 人



⑥放課後児健全成(放課後児クラブ)

量の見込みと確保策の考え方は、P85~94 照

[概要】

就労等により保、者が昼間寡庭にい尽い小学生に対して、授業終了後に適切な遊び

及ぴ生活の場を与え、その健全な育成を図る事業。

[現状と課題]

小学校児童数(6~11 歳)は、毎年減少しており、今後も減少することが見込ま

れますが、就学前児童の保育二ーズと同様に、放課後児童クラプの二ーズも増加して

います。放課後児童クラブが未設置の校区は、平成31年4月1日現在、 68校区中

6校区あのます。

今後も増え続ける二ーズに対応するため、定員を確保していく必要があります。

《放課後児童クラブの登録児童数(各年4月1日)》
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【ニーズ調査結果】

》 現在の小学生の放課後児童クラプの利用希望の状況と比較すると、就学前児童の保三

者が利用を希望する割合が高くなっています。

《低学年と学年における放課後の居所の希望(就学前児調)[複数]》

自宅

祖父母宅等

習い事

児童館・}瞳センター

放課後子ども教室

放謀授児童クラブ(学童儲)

フフミリー・サボート・センター

その他

無回答

10 帥 釦

1 0
16 5

6.

5.1

如 恥

《放課後の居場所の現状と希望(小学生調査)[複数]》

13.4
1.3

0.0

0.0

釦 和

印.'

,2
10.8

"工 2,7引

自宅

祖父母宅等

習い事

1旦童館・」旦赴ンター

放課後子ども教室

放課樹瞳クラブ偉童保育)

ファミリー・サボート・センター

その他

無回答

5.3

51,5

低

10 卯

"=5鵬

卸

1',6

13.フ

朝

4.フ
1.1

舶

2.3
8.3

印

(%)

和釦

釣.2

釣.3

0.3

0.2

.8

26.9

62.6

朋.8

1.8
0.5

13.1

・ 25 -

■希望現状

』
乳



(ショートステイ)⑦子て短期支

量の見込みと確保策の考え方は、P94参照

[要]

保,者が疾病や就労等の事由によの、寡庭における児童の養育が一時的に困難とな

つた時に、児童福祉施設等において、短期間その児童の養育等を行う事業。

[現状と課題]

市内4箇所(児童養護施設3箇所、保育所 1 箇所)及び市外 1 箇所(乳児院)の

計5箇所で実施しておの、ニーズには概ね対応しています。仕事・出産など、育児疲

れのような養育不安を抱えるケース以外の利用の割合が大きくなってきぎしたが、全

体的な利用日数は減少傾向にあります。

今後は、利用者が身近に利用できるサーピスであることについて周知を図るととも

に、利用者の二ーズにあった対応について更に検討していく必要があります。

《子

年度

延利用日数

て短期支援事業

H26

339日

て短期支援事業(ショートステイ)事由別利用件数》《子

(ショートステイ)

H27

181日

H30

利用実績》

H28

196日

H28

H26

H29

140日

09'0 2伊血

育児疲れ(体調不良)

H30

126日

234

4伊血

仕事・出張

60%

疾病・入院・手術

11 54

その他

(出産、公的手続き、看護等)

809'0

40

100Ψ0



⑧妊産健査事

量の見込みと確保策の考え方は、内5 照

[概要】

妊娠高血圧症候群や貧血などの異常を発見して治療につ恋ぎ、安全恋出産が迎えら

れるよう、妊婦に対する定期健康診査(最大14回)と、「産後うつ」の予防などの

ための産婦健康診査(最大2回)を委託医療機関において実施するとともに、県外で

の受診費用を助成する。また、妊産婦の歯科健康診査を実施する事業。

[現状と課

ほとんどの妊婦が適切な時期(妊娠れ週まで)に母子健康手帳の交付を受け、適

切な妊婦一般健康診査の受診と、その後の産婦健康診査の受診につながっており、安

全恋出産への支援と「産後うつ」の予防などにより、母子の健康増進が図られていま

す。

しかしながら、母子健康手帳を適切な時期(妊娠11週まで)に交付を受けていな

い場合や、適句な時期に交付を受けても、定期的な受診ができていない場合があるこ

とから、早期の母子健康手帳取得の周知啓発や継続した受診ができるよう、関係機関

と連携して必要な支援を行っていく必要があります。

また、産婦健康診査については、里帰の出産など県外で出産される対象者に対し、

助成制度の周知啓発を引き続き行う必要があのます。

《妊婦健康診

年度

延受診回数

受診率

(11 回まで)

の実綾》

H26

《母子健康手帳の交付状況》

年度 H26

妊娠11週以内 3,166 人

妊娠 12~21 週 152 人

妊娠 22~27 週 19 人

妊娠28週以降 11 人

出産後 2人

計 3,350 人

42,431 回

95.2%

H27

40,837 回

0人

93.5%

H28

40,126 回

H27

3,147 人

3,096 人

165 人

92.6%

3人

2,917 人

H29

40,264 回

H28

12 人

15 人

4人

3,292 人

3,103 人

96.0%

H30

131 人

37,497 回

H29

13 人

2,985 人

138 人

9人

巧人

95.8%

11 人

0人

3,258 人

H30

2.フ79 人

114人

14 人

7人



⑨乳児家庭全戸訪問業

量の見込みと確保策の考え方は、P95参照

[概要]

生後4か月までの乳児がいる寡庭を民生委員・児童委員等が訪問し、子育てに関す

る情報の提供や、子育ての状況を把握することで、支援が必要な家庭を早期に発見し、

保健師の訪問などにつなぐ事業。

[現状と題]

地域とのつ恋がりをもち、家庭の孤立化予防を目的に、地域の民生委員・児童委

員が対象家庭を訪問し、地域と寡庭をつ恋ぐきっかけとなっています。

しかしながら、対象寡庭と連絡がつかず、訪問ができない場合もあるため、対急

家庭に民生委員・児童委員訪問の事前周知と理解を十分に図り、民生委員.児童委

員が実施しやすぃ仕組みを整えていくとともに、民生委員・児童委員やその他の関

係機関と連携して、すべての家庭の子育て状況を把握する必要があります。

《乳児家庭全戸訪問実績》

年度 H26

対象者数

訪問件数

訪問率

⑩支援問

量の見込みと確保策のえ方は、P96参照

[概要】

出産後間もない時期や、さまざまな要因により養育が困難になっている家庭に対し

て、育児についての技術的助言や指導、家事援助等の支援を行い、児童虐待を未然に

防止する事業。

3,311 人

2,857 件

H27

86 3%

3,263 人

2,811 件

[現状と課題1

児童虐待防止の観点から、支援を必要とする家庭を産科医療機関との連携等により

把握し、支援にあたってい弐すが、対象者にあった養育支援が適句に行われるよう体

制を整えていく必要がありぎす。

H28

86.1%

3,160 人

2,755 件

幻.2%

H29

3,144 人

2,701 件

85.9%

《養育支援訪問実績》

年度 H26

実人数

H30

3,0卵人

2,693 件

部.1%

11 人

H27

Π人

-28 -

H28

9人

H29

12 人

H30

17 人



⑪利用者支援業

量の見込みと確保策のえ方は、P96参照

[概要】

子どもとその保護者等が、個別の状況に応じて、適切な教育・保育施設や地域の子

育て支援事業などを円滑に利用できるよう、身近な場所で教育・保育施設の入所、子

どもの預かりや発達状況など子育てに関する日常的な相談に応じ、地域の子育て支援

に関する情報を提供するとともに、必要に応じて助言・手続きに必要恋窓口等の紹介

などを行う事業。

利用者支援事業には、保育コンシェルジユのような教育・保育施設及び地域子育て

支援事業等の利用にあたっての情報集約・提供、相談、利用支援・援助を行う「特定

型」と、特定型に加え、関係機関との連絡調整、連携・↑窃働、地域の子育て資源の育

成、地域課題の発見・共有などを行う「基本型」と、保健師等の専門臓が全ての妊産

婦等を対象に上記の利用者支援と地域連携を行う「母子保健型」の類型があります。

長崎市では、現在「母子保健型」を実施し、妊娠、出産期の1山身の不調や育児不安

を軽減するため、保健師等による相談支援や保健指導を行っています。

[現状と課

保健師による母子健康手帳交付時の保健指導や助産師による相談支援を実施して

いますが、一部の妊産婦に保健指'ができず、出産・育児等に対する不安を十分に把

握できない状況があのます。

《利用者支

年度

母子保健型

業実績》

H28

1箇所

H29

1箇所

H30

1箇所



⑫実徴収に係る補足給付を行う

量の見込みと確保策の考え方は、P97参照

[概要]

幼稚園や保育所等で必要恋副食費、教材費・行事費等などに要する費用を徴収(実

費徴収)する場合に、その一部又は全部を助成する事業。

令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、施設型給付を受ける

施設(保育所・認定こども園・幼稚園(新制度移行))の低所得者世帯等については、

副食費が施設型給付費で措置されるが、施設型給付を受け恋い施設(幼稚園(新制度

未移行))においては同様の措置がなされないだめ、公平性の観点から、施設型給付を

受けない施設の低所得者世帯等に対し、副食費の給付を実施しています。

[現状と課題1

施設型給付を受けない施設(幼稚園(新制度未移行))の低所得者世帯等に対し、公

平性の観点から、今後も、副食費の給付を実施していく必要があります。



(3)ひとり親家庭への支

主な取組み・は、P112~114参照

[現状と課題]

ひとり親家庭への支援として、就労の相談・指導、児童扶養手当の支給、母子家庭等

への福祉資金の貸付や医療費の助成などを実施していますが、近年、児童扶養手当の所

得制限限度額の増額や支給回数の見直しが行われ、これ薮で以上にひとり親寡庭に寄

り添った支援へと改正されています。

また、自立支援教育訓練給付金における対象講座、高等臓業訓練促進給付金における

支給対象期間や福祉資金貸付金における貸付対象が拡充されるなど、ひとり親家庭へ

の就業支援や経済的支援が充実されてきています。

一方で、相談窓口や支援についての公的制度の内容を「知らない」とするひとの親家

庭が約 30%~40%存在しているため、ひとり親家庭の生活の安定と自立に向け、支

援制度の周知を十分に図っていく必要があります。

なお、長崎市における児童扶養手当の認定者数及び実受給者数は、減少傾向にありま

す。

《児扶養手当受給者の推移》

年度 H26

認定者数

うち実受給者数
(全部支給停止者除く)

【ニーズ調査結果】

》 ひとの親の現在の就労形態は、常用雇用が約50%、臨時雇用・派遣が約30%です

が、希望は、常用雇用が60%を超えています。

公的制度の内容を「知らない」とするひとり親家庭が約30%~40%存在していま

す。

》

5,293 人

4,872 人

H27

5,238 人

《ひとり親家庭の雇用状況》

4,806 人

H28

5,125 人

常用雇用

臨時雇用・派'

【'料:「児

4,630 人

H29

《ひとり親家庭の主な公的制度の認知状況》

知っている

5,004 人

4,491 人

母子・父子自立支援員による相談 44.5%

母子父子婦福祉資金付制度 45.9%

【資料:「児童扶養手当受給者アンケート

H30

4,878 人

現在

4,323 人

32.8%

扶養手当受給者アンケート

47.9%

希望

餌.1%

12.4%

(令和元)」】

35.8%

(令和元)」】

知らない

28.0%



(4)母と子の康

主な取組み・事業は、PI08~109 照

[現状と課

保健師等による妊娠・出産・育児に関する相談や情報提供、保健指導を行い、母と子

の健康管理を促すとともに、支援が必要な妊産婦へは保健師等が母子の状況に応じた

支援を行っています。しかしながら、妊産婦と電話がつながら恋い等により、保健指導

ができず、妊娠・出産・育児に対する悩みや不安を十分に把握できない状況があります。

産後については、産婦健康診査や産後ケア事業等により、支援が必要な母子に対し

て、1小身のケアや育児支援を行い、支援の充実を図っています。

乳幼児については、成長・発育状況を確認することで様尺恋問題を発見し、治療につ

なげるため、乳幼児健康診査を実施しており、受診率は高い水準となってい弐す。未受

診者に対しては訪問や電話などにより再勧奨をしていますが、就労している保護者も

多く、多忙等の理由により受診に至らない場合があのます。

さらに、歯の健康については、妊産婦や乳幼児の歯科健康診査を実施しており、その

中でむし歯のない3歳児の割合については改善傾向にあります。

H27H26

1,649 件面接 1,410 件
妊

乃件2乃件電話

65件96 件面接
産婦

815 件1,066 件電話

378 件347 件面接
乳児

2,205件 3,218件電話

※平成28年度から助産師による相談支援を含む。

《健康相談》

年度

900 件

1,367 件

H30

1,236 件

1,752 件

《産後ケア事案》

年度

シヨートステイ

デイケア

《訪問指導実績》

年度

妊産訪問延件数

乳幼児訪問延件数

H28

1,645 件

9部件

59件

記0件

309 件

2,521 件

H26

H29

1,541 件

1,131件

104 件

830 件

514件

2,993 件

H27

H26

H30

1,529 件

1,553 件

186 件

1,402 件

357 件

3,214 件

947 件

1,386 件

H28

H27

6件

37件

856 件

1,319件

H29

H28

17 件

121 件

1,022 件

1,411件

H30

H29

27件

135 件



《乳幼児健康診査の受診率》

年度

4か月児

7か月児

10 か月児

1歳6か月児

3歳児

H26

《健

95.8%

教室実施状況》

年度

両親学級

92.2%

部.6%

95.6%

93.9%

H27

育児学級等

96.3%

開催回数

延参加者数

開催回数

延参加者数

94.3%

的.9%

97.3%

95.5%

H28

《3歳児のむし歯の状況》

年度

むし歯がある3歳児の割合

むし歯がある3歳児の
平均むし歯本数

96.4%

H26

92.9%

90.1%

96.9%

94.1%

12 回

496 人

223 回

6,633 人

H29

97.8%

91.9%

91.8%

97.4%

97.5%

H27

12 回

426 人

273 回

フ,106 人

H30

98.4%

93.5%

即.8%

94.5%

98.4%

H28

12 回

493 人

289 回

フ,189 人

H26

24.6%

H29

13 回

442 人

271 回

フ,021 人

H27

3.5 本

25,フ%

H30

18 回

465 人

292 回

フ,640 人

3.5 本

H28

21.8%

H29

3.2 本

22.6%

H30

3.4 本

18.5%

3.6 本



(5)子育ての不安・負担の軽減と仲問づくり

主な取組み・事業は、PI01~105 照

[現状と課

長崎市では、子育ての不安感・負担感の軽減のため、子どもや子育て家庭からの様R

な相談に応じる、「こども総合相談窓口」を設置し、専門の相談員がケースに応じた情

報提供や助言等を行っています。弐た、子どもと子育て寡庭に関する情報を集約した子

育て応援情報サイト「イーカオ」を、モパイル対応にするとともに、より閲覧しやすく

なるようにレイアウト等を変更するなどりニューアルを行い、子育て寡庭がより身近

で利用しやすい情報発信に取り組んでいます。

さらに、仲間づくりの推進や家庭の子育て力向上の支援として、子育て中の親子が気

軽に集まり、遊ぴや相談、情報交換などを行うことができる場とレて子育て支援センタ

ーの設置やお遊び教室、育児学級などの開催、親育ちを支援する講座やワークショップ

「ファミリー・プログラム」を実施しています。

今後も、少子化、核家族化、地域のつ恋がりの希薄化が進行していく中で、子育ての

不安感.負担感の軽減や仲間づくりを推進するための支援をさらに充実させていく必

要があるとともに、これらの取組みを総合的に支援するための拠点の整備を検討して

いき或す。

また、長崎市では、平成28年度から、おむつ替スペース又は授乳室を無料で提供で

きる施設を「赤ちゃんの駅」として認定する取組みを行っていますが、地域や商店街、

臓場など、どこにいても子育てを応援してもらえるよう恋「場所の切れ目のない支援」

を充実させ、まち全体で子育て家庭を応援する取組みを推進していきます。

《長崎市の二ども総合相談件数》

年度 H26

新規受理件数

実対応件数

延対応件数

※新規受理件数

※実対応件数

※延対応件数

1,343 件1,364 件

1,能0 件1,714件

16,863 件14,358 件

当該年度中に新だに受理した相談件数

当該年度中に対応した相談の実件数

当該年度中、各凡のケースに対し、訪問・電話・面接等何らかの対応を行った件数

《「イーカオ」

年度

アクセス件数

H27

へのアクセス件数》

H26

H28

1,292 件

1,516件

18,826 件

53,736 件

H29

H27

1,339 件

1,614 件

19,590 件

124,213 件

H30

H28

1,534 件

1,853 件

22,570 件

180,356 件

H29

192,368 件

H30

224,732 件



《親

年度

ち学ぴあい講座への参加数》

はじめてママ

実施、座数参加組数

稽講座 178 組

17 座 153 組

17二座 159 組

8・座 釧組

6講座 84組

H26

H27

H28

H29

H30

《「赤ちゃんの

年度

認定施設数

のびのび子育て講座

実施・座数参加人数

5講座 75 人

6講座 99 人

7講座 102 人

8講座 106 人

8講座 96 人

【ニーズ調査結果)

》

」認定施設数》

H28

子育てによる心身の疲れを感じる保.者は半数を超えており、特に就学前児童の保き

者はその割合が高くなっています。

こども総合相談を「利用したことがある」という割合は、就学前児童の保護者も、小

学生の保き者も少恋いですが、「今後利用レたい」という割合はどちらも30%を超

えています。

イーカオの認知状況、利用状況、利用希望ともに就学前児童の保そ者が小学生の保を

者を上回っており、就学前の子どもをもつ家庭が子どもと子育てに関する様勺怠情報

を必要としていることがうかがえます。

親育ち学びあい講座の利用状況は37%と低い割合となっていますが、今後利用した

いと思っている割合は232%となっています。

》

36箇所

》

41 箇所

H30H29

44箇所

》



《子てをする上で感じること》

『子てによる心身の疲れをじる』割合

就学前調査

小学生調査

『子ては親の責任とわれ、不安や負担をじる』割合
就学前調査

小学生調査

『時間が取れず、自由がない』割合

就学前調査

小学生調査

『配偶者や家族の協力が得られない』割合
就学前調査

小学生調査

『子どものしつけや接し方がわからなし、』割合
就学前調査

小学生調査

『子どもが思うようにならないときに、つい手が出てしま
いそうになる』割合

就学前調査

小学生調査

『仕事や地域活動と子育ての両立が難しい』割合

就学前調査

小学生調査

H26年度
63.8%

47.9%

H26年度
46.8%

43.9%

H26年度
72.3%

55.4%

H26年度

32.5%

35.フ%

"26年度
44.9%

38.フ%

H26年度

57.2%

51.6%

H26年度

47.9%

50.4%

《長市の子

《就学前児調》

H30年度
66.4%

53.6%

H30年度
48.8%

49.0%

H30年度
78.4%

62.096

H30年度
34.3%

34.2%

H30年度
45.2%

43.2%

H30年度

57.4%

52.5%

H30年度

49.6,6

50.5,6

増減
2.6%

5.フ%

増減
2.0%

5.1%

増
6.1%

6.6%

減
1.8,6

'1.5,6

減
0.396

4.596

て支援サービスの利用状況等》

《小学生胴査》

両輕学餐

0

育里孚騒

連胃ち字Ⅱあい髄

袖 司

保脅珊.ヨ童、ども目での一時桶かり

お量び急全

m

こぞも老含相甚

1.9

幼楓目.保胃所.倉定こぞも酌髄の鯲等

卸

欝ユ

幼梱での霞かり保育

珊.1

1仙

舶.5

フフミリー・"本ート,セン9-

寄_6

訂.0

ι'.3

聞3

0.2%

0.9%

減

1.フ%

0.1%

子育τ島剛梶サイト1イーカオ」

里亜丘・悲センター

'1.1

都2

子奔てガイドづっク

1^ 1.ι

創.フ

?4.6

心がさ魯子育て燃ネウト・アづり

45.3

赤ち,んの輩

フフミリ・・サミート・センタ、 1.1

肌.9

.
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釦
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(6)児待の防止

主な取組み・事業は、P110~111 参照

[現状と課

長崎市における平成30年度の児童虐待に関する実対応件数は184件で、10年前

の平成20年度と比較すると、約 17倍、延対応件数は4908件で約4.1 倍となっ

ています。虐待の内訳では心理的虐待が最も多い状況となっています。

また、延対応件数が増加しているのは、相談内容が複雑かつ複合的であの、対応に時

間及ぴ回数を要する困難ケースが増えていることがうかがえます。

今後も、虐待やいじめ等から子どもを守るため、長崎市親子支援ネットワーク地域協

議会(児童福祉法に基づく要保,児童対策地域協議会)1こおいて、児童相談所をはじめ、

関係機関等との連携を図り、子どもと親が安心して暮らすことができる環境づくのと

丁寧な支援を行っていく一方で、児童虐待の早期発見、早期対応のために、関係機関と

の連携の強化や臓員の専門性の向上恋どの体制の充実に取り組んでいく必要があり談

す。

《長崎市の児 待相談件数》

年度 H26 H27 H29H28

新規受理件数 78 件 90件 102 件81 件

実対応件数 139 件165 件 152 件 168 件

延対応件数 3,996 件 3,696 件4,149 件 3,892 件

※新規受理件数:当該年度中に新たに受理した相談件数

※実対応件数:当該年度中に対応レた相談の実件数

※延対応件数:当該年度中、各々のケースに刻し、訪問・電話・面接等何らかの対応を行った件数

104 件

184 件

4,908 件

《崎市親子支援ネッ トワーク地域協議会の開催回數》

年度 H26 H27 H29H28 H30

代表者会 1回 1回 1回 1回1回

実務者会議 13 回 11 回 10 回 10 回8回

個別ケース会 253 回 254 回246 回 292 回 426 回

※代表者会讃:関係機関等の代表者で栂成され、要保児童の支援に関するシステム全体につぃて協議を行う

※実務者会議:実務担当者で構成され、要保護児意の支援に閏する実務について協議を行う

※個別ケース会議:個別ケースの情報の把握・共有、問題の確認、具体的な支援方法及び役割分担を行う

H30



(フ)障児への支

主な取組み・事業は、P115~116 照

[現状と課

長崎市では、障害児保育を実施している幼稚園や保育所恋どが増えており、障害福祉

センターによる幼稚園、保育所への巡回相談を実施しています。また、全市立小中学校

においては、特別支援教育を推進してい薮す。

障害のある子どもへの支援は徐々に広がりつつぁりますが、子どもの発育・発達に悩

みを抱える保護者が増えている状況にあり、今後も、不安を抱く保三者への支援や、障

害のある子どもへの理解や教育・保育施設等における受入体制の充実が必要です。

《 害児保

年度

の実績》

H27

保育所

放課後児童
クラブ

箇所

64箇所

65 クラブ

《幼稚園、保

年度

巡回箇所

児童数

152 人

H28

箇所

134 人 65 クラブ

所への巡回相談の実植》

H27

129 箇所

76箇所

児童数

204 人

H29

箇所

145 人 68 クラブ

72 箇所

児童数

H28

148 箇所

179 人

H30

箇所

80箇所

163 人 6フクラブ

児童数

H29

195箇所

2仭人

177 人

H30

164箇所



(8)子どもの全成

主な取組み・事業は、PI06~107参照

[現状と課]

少子化や地域との関わりの減少及び子どもが犯罪や事故等の危険にさらされる事例

が全国的にも多くなっているなどの影響により、子ども同士の交流、体験する機会や安

1小して過ごせる場所が減少しています。

長崎市では、保護者の就労の有無に関わらず、全ての小学生が、放課後や週末に学校

や公民館などで学習・スポーツ・文化芸術活動などを体験できる放課後子ども教室を地

域の方々の協力を得て実施しています。

また、子どもの安全確保についても、「子ども安全対策会議」を設置し、不審者情報

等(こども安全注意報)を小中学校、幼稚園、保育所、放課後児童クラブ等へ提供し、

子どもの事件、事故の被害拡大の防止に努めています。また、全ての市立小学校区にお

いて「小学校区子どもを守るネットワーク」を設置し、地域の方尽の力を結集してパト

ロールや情報交換会恋ど子どもたちを守る取組みを行ってい荻す。

今後も、子どもの安全を守るとともに、子どもが体験・交流する機会の充実が必要で

す。また、地域での活動の担い手の育成も必要です。

さらに、子どもたちが、かな自然環境の中で五感を駆使し、多様な体験や交流を行

いながら遊べる場所の整備に取り組んでいきます。

《放課後子ども教室の実施状況》

H27年度 H28H26 H30

実施小学校区数 21 291612 38

《少年健全成活件数及び子どもを守るネットワークバトロールの実》

単位:件

1,200

卑位:回

フ'000

5576

1子122

巨亟

1,050

・ 39 -

6゛055

H27

1子112

H29"28

^宙少年儲全育成活動件数(日常・体験)

^子どもを守るネットワークバトロール寅施回数

邑三到

"30

1゛120



【ニーズ調査結果】

「子連れでも出かけやすく、楽しめる場所を増やす」については、全体の割合として

7割を超えており、特に就学前児童の保二者の二ーズは、 80%を超える割合となっ

ています。また、「保そ者の就労状況にかかわらず、放課後に小学生が安全に過ごせ

る場所をつくる」についても、 60%以上の割合を占めています。

「子どもが犯罪や交通事故に遭わ恋いか不安」と感じている保三者の割合は、依然と

して高い割合を占めています。

就学前児童の保・者が、子どもが小学校に入学後に放課後過ごさせたい場所として、

放課後子ども教室は10%程度になっています

小学生の放課後子ども教室の利用状況は230。てすが、利用希望は83%と恋ってい

ます

《今後(必要)要だと思う子育て支援策[数]》

》

幼雅囚ての結間砥長や一時疹かりなとのサーヒス

残業時間の短縮や育児休暇Φ取拐

企業に対して職場斑塀の改善を励書

島場での父親の子育て芦加の惡旨啓発を行うよう

子脊てに因った時に相謹したり、情椴が衛れる

親子が望まτ交箕できたり、イ代ントに●加τき

子青τにコいτ学へる構厘ヤ謡

《子育てをする上で感じること》

子どもが犯罪や交通故にわないか不安』割合
就学前調査

小学生調査

全休(n =6,723) 就学前児益("=3,942) ■小学生(n =2,781)

H26年度
的.フ%

93.1%

H30年度
86.フ%

91.5%



《低学年と高学年における放課後の居所の希望(就学前児童調査)[複数]》

自宅

祖父母宅等

習い事

児童館・児童センター

放課後子ども教室

放課侵児童クラブ(学童保育)

フフミリー・サボート・センター

その他

無回答

0 20

.゛

《放課後の居場所の現状と希

6.0
5.1

40

13 4
1.3

0.0
0.0

帥

.2
10.8

3.4
5.フ

60.4

自宅

祖父母宅等

習い車

児童館・児童センター

放課後子ども教室

クつづ(学保育)

・サポト・センター

その他

無回答

帥

6.3

(小学生調)〔複数]》

51.

0

低学年時

ファミリ

高学年時

n=583

20

14.6

13.J

4.フ
1.フ

8.3

2.3

如

0.3
0.2

60

1.8
0.5

3.8

26.9

13.1

69.2

89.3

帥

62.6

68.8

■希望 現状

"=27肌



(9)子てと仕の両立

主な取組み・事業は、P117参照

[現状と課趣】

共働き家庭の増加やライフスタイルの多様化が進む中、子どもと向き合う時間を確

保するためには、子育てと仕事の両立への支援がぎすます重要となっていぎす。

長崎市では、子育て中の保護者が安脚して働けるよう保育所、放課後児童クラプ等の

受け入れ環境の整備や運営への助成を行うなど、必要な量の確保に取の組んでき弐し

た。

また、ワーク.ライフ.バランスを推進するために、ホームページなどで企業や市民

へ周知.啓発を行っていぎす。また、ワーク・ライフ・バランスに関する講座を開催し

ています。

今後も、保育施設等の整備やワーク・ライフ・バランスの推進に取り組むとともに、

父親が子育てに参加しやすい環境づくりの推進にも取り組み、子育てと仕事が両立で

きる環境の充実を図っていくことが必要です。

【ニーズ調査結果】

》(調査対象の子どもが生まれた時に)育児休業を取得した(取得中である)就学前児

童の保二者の割合は母親428%、父親26%です。

》育児休業を取得しない理由としては、母親は「臓場に育児休業の制度がなかった」が

27.3%で11立と恋っており、父親は「1士事が忙しかった」が460%で 1 位となっ

ています。

平日の1日あたりの育児時間は、母親は「5時間以上」が739%で11立と恋ってお

り、父棄則衣「2~3時間未満」が192%で1位となっています。

《児休業の取得状況(就学前児調査)》

育児休業を取得した(取得中である)

宛名の子が生ま才ゾこ時は働いていなかった

育児休業を取得していない

0 20

2.6

40 印

42.8

7

帥

0.6

無回答

(%)

100

3.6

4.9

巨母親父親

n = 3,942



《児休を取得しない理由(就学前児童調査)[複数]》

職場(L育児休業を取りιLくい雰囲気があっ亢

仕事が忙しかっ亢

嵯休後ιL)仕事1、早く復帰し亢かっ亢

仕事に戻るのが難しそうだった

昇級・昇格など力握れモうたった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所などに預けることができた

配偶者が育児休業脚峨を利用した

制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念する大_め退職した

戰嶋ιL育児休業の痢崚がなかった

有期雇用のため育児休業の

取倶要件を満たさなかった

取得できることを知らなかった

産前産後の休暇を知らず、退職した

その他

無回答

4

12.4

13.4

.2

0

12.6

《母親・父親の1日(平日)の児時間(就学前児調)》

30.5

9.1

30分未満

30分~1時間未満

1~2時間未満

2~3時間末満

3~5時間未満

5時間以上

母親はいない・父親はいない

無回答

28.9

24.

.'.4

.3

.

11.8

.親

田親 n* 461
つL親"" 3.230

20

14.3

13_2

n= 3.942

18.0

19.2

i、9ゞ1

゜重3

(96)

80

■母親 父親

7
6
.

2
き

0
4



(1の経済的支

主な取組み・事業は、PI05、113参照

【現状と課題1

ニーズ調査によると、今後重要だと思う子育て支援策について、就学前児童の保き

者.小学生の保、者どちらも「手当などの給付による経済的支援を充実する」が、 6割

を超える割合を占めており、経済的支援に対する二ーズが高いことがうかがえます。

長崎市では、子ども医療費助成の対象を中学校卒業夜で拡大するなど一定の支援に

取組んできましだ。

また、国においても幼児教育・保育の無償化が実施されたところです。

今後も、既存の経済的支援を引き続き実施していくとともに、全国一律で支援すべき

制度については、国や県に対して要望していきます。

《今後(必要)重要だと思う子育て支援策[複数]》

保謂者の就労状況にかかわらず、放課穫に小学生が安全に過ごせる場をコ(る

子逗れでも出かけや,く、楽しめる堤所を増付

医療昏助成の対象を拡大する※H30,10月からは中学生の逓彪で拡大

手当τなどの給付による経済的麦撰電充実する

0.0

多子世帯の負担軽減を図る働児教膏の無側牌ど

保胃所や幼稚回での時闇延長や一時疹かり靴'のサービスを充寅する

残業時間の矩縮や育児休暇の取揚促進など、

企業に対して風場環塀の改普を■き洲杯

勇場での父親の子育τ雀加の忌識啓完を行うよう●き刎ナる

200 40、0

病児柄後児保育舗設を増や亨

印.0 800

72.9
80.3

子育て1凋った時に相隣したり、情報が鰯れる場をっ(る

62.3

67.フ
71,0

63.1

63.3
64.0
62.4

59.フ
58.フ
61.2

親子が焦まっτ交笈できたり、イヘントに゛加できる場をつ(る

35.フ

45.0
515

44.8
45.8

43.3

43,8
48.フ

37.0

40,4
46,0

子育てにコいτ学人る論座や話濱を増付

32.4

27.9
31.5

22.8

24.1
23.4
25.1

23.4
262

19.3

14.1
15.0

12.9

全体{n.6,7お

その弛

雁就学前児泰(n=3,942)

6.5
9.6

2.1

W小学生("=2,781)



第3章計画の基本的な考え方





の本、施体系

(1)基本理念

『子どもをみんなで育てる子育てしやすいまち』

第2期の基本理念は、これまでの子ども・子育て支援に加え、地域や商店街など、

まち全体で子どもや子育てを応援してもらうことで、長崎市がさらに「子育てしや

すい衣ち」となることを実現するため、上記のとおり定めます。

(2)施策の体系

【理念】

........................................................................

【基本施策】

幼児期の教育・保育の充実

2 地域子ども・子育て支擾事業
の推進

3 子育ての負担軽減

【個別施策】

a)・保育設等の正な量の確保
他)教育・保等の質の向上

4 子どものちへの支撰

0)地域子ども・子育て支擾事集の実

a)子育てに関する情報の叙集・発信の充実

②子てにする相談休の充実

③子育てを通した仲づくりの推進

(4)家庭の子育て力向上の支擾

⑤地域や商店街、職などで子育てを応擾
する取組みの推進

⑥子育てを総的に支授するための点の

整

⑦経済的支擾の

a)子どもが遊び・学ぶ場の充実

②子どもの安全の推進

(1)妊・出産・児への切れ目ない支

②子どものやかな成長への支援

n)虐待・いじめの発生予防

②期発見・早期対応への支授体制の充実

a)生活の支援

②経済的支

侍)就業の支授

5 母と子の健康への支擾

6 児虐待等の防止

7 ひとり親庭への支援

8 陣害児への支援

9 子育てと仕事の両立

a)陣害児支摂の充実

-47 ー

n)ワーク・ライフ

②子てと仕事の

・バランスの進

立のための基盤整備

子
ど
も
を
み
ん
な
で
て
る
子
て
し
や
す
い
ま
ち



2 教・保供区
(1)区域設定の考え方

業

教育・保育施設

延長保育事業

一時預かの事業

区域

地域子育て支援拠点事業
(子育て支援センター)

子育て援助活動支援事業
(ファミリー・サポート・

センター)

理由

地理的条件や交通事情等を考して、一般的な移
動手段により、子どもと保護者が居宅からの移動
が容易な範囲である中学校区を基本単位とし、1
つ~3つの中学校区を併せて区域を設定する。

保育所等における事業であるため、教育・保育施
設に準じる。

保育所等における事業であるため、教育・保育施
設に準じる。

子どもと保護者が身近な地域で利用できるよう

に教育・保育施設に準じる。

保護者が身近な地域で利用できるように教育・保
育施設に準じる。

16

16

病児・病後児保育事業

16

16

妊産婦健康診査事業

16

乳児家庭全戸訪問事業

養育支援訪問事業

全市域

子育て短期支援事業
(ショートステイ)

利用者の二ーズを把握し、必要に応じて配置を検
討するため全市域とする。

全市域

放課後児童健全育成事業

対隷者が自らの状況に応じて、利用したい医療機

関を選択しているため全市域とする。

乳児がいる全ての寡庭を対象としているため全
市域とする。

支援を必要とする寡庭を対象としているため全
市域とする。

市外の施設を含め、5箇所で受け入れを行ってい
るが、今後、利用状況等をみながら、必要に応じ
て配置を検討するため全市域とする。

対急児童が通学している小学校区内で利用でき
る状態にするため小学校区とする。

全ての妊産婦等を対象としているため全市域と
する。

幼稚園(新制度未移行)1こ通う低所得者世帯等が
給付の対象であり、地域の指定がないことから全

市域とする。

-48 -

全市域

利用者支援事業
【母子保健型】

実費徴収に係る補足給付を
行う事業

全市域

全市域

小学校区

全市域

全市域
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(2)各区域の主な状況

区域

就学前児数
(平成 31.4.1)

施設数

①
東崎

橘
日見

2.508

9

保育所
(平成31.4.1)

幼稚園
(令和元.5.1)

③
11、

大浦

梅崎

1,411

8

施設数

1.758

蛤0

認定
二ども園

(早成 31.4.1)

施設数

定

現員

待機児数
(令和元.10.1)

※遮報値

941

13

1,086

940

15

⑤
戸町

小ケ倉
土井首

1.的6

7

157

630

154

3

⑥
深堀

焼

伊王

高島

573

小規

保
(平成31.4.1)

315

13

17フ

2

(単位:箇所、人)

⑧⑦
三和 江平

野母崎 山里

122

162

施設数

地域子て

支援拠点
(平成 31.4.1)

649

2

107

箇所数

おねが
い会員

まかせ

てム

どっち

も会員

会員

総数

※小規模保育については、

610

148

30

0

630

0

3

0

子育て援助
活動業

(平成 31.3.31)

U7

325

120

17

2

0

0

306

80

97

2

0

1,627

7

630

6開

0

0

160

31

0

2

7

0

2

49

153

3

0

0

0

船

430

0

0

0

59

435

0

0

0

180

12

22

0

0

6

0

257164

保育緊急確保事業

69

0

3

0

0

8

338

8

0

0

0

234

259

0

4

18

0

95116 2

補助金の対象事業を記載。

12

0

53

0

19

0

0

36

0

0

10

6

0

3

0

5

0

0

定
現

④
吉
木
南

陽
淵
崎

②
馬
淵
崎

②
馬
片

定
現

定
現

2
 
06

4
 
07

3
 
2
 
5

5
 
3

4
 
2
 
9

7
 
8

4
 
3

0
 
4

5
 
5

4
 
1

5
 
1

6
 
5

ー
ー

訂
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4
 
6
 
0

3
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区域

就学前児童数
(平成 al.4.1)

施設数

保育所
(平成 31,4,1)

⑨
西浦上

三川

1,382

7

472

466

2

280

220

緑が丘

幼稚園
(令和元.5.1)

⑪
岩屋

滑石
横尾

1,925

6

585

598

1,616

5

450

480

施設数

⑫
丸尾

西泊

福田

1,198

5

350

3砧

認定

こども園
(平成 31.4.1)

施設数

定員

現員

待機児童数
(令和元 10 1)

※速報値

施設数

⑬
小江原

549

⑭

小規
保

(平成31 4 1)

472

6

(単位:箇所、人)

⑯
琴海

⑮
外海

池島

4

89

舶

3

1,403

2

200

189

0

0

0

4

635

605

810

地域子て

支授拠点事業
(平成31.4.1)

148

31

457

2

8

51

子育て

助活

動事業
(平成31 3 31

73

42

合計

箇所数

おねが

い会員

まかせ

て▲

どっち

も会

詑

1.619

452

2

18,フ73

84

6,9鮎

6.659

19

2,720

1' 514

U

6,014

5,567

22 2

89

52

0

0

59

11

0

0

0

152

0

4

10

10

20

7

0

0

174

0

5

997

8

0

168

5

20

0

20

Ξ

⑩
淵

定
現

定
現

定
現

数
会
総

1
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長崎市の保育所の位置図(平成31年4月1日現在)
ロ:市立保育所(5箇所)

0:私立保育所(79箇所)

口
力

之中臭俣青薪

3左愛八帽町保閑
4著官保宵■
5蓋光保
6量座保育面
7桂町保育■
且にしやま俣
9お告げの聖母保青図
10しらゆり保国
11愛宕母園
栓小保青■
13 田上保育園

14 長朗尋保
15教宗尋保
16 おひさま保
17 つぱさ保
伯放光保
持戸石保官国
20日見保
21 神ノ島曇児西
詑木侮累讓国
訂小百合国保育所
2'愛国
部旭保青国
部吊佐保国
27轤山保育■

訪左愛官士見町保餌
■29 式見保
国コ0 三

Ⅲ小江原保青図
能長崎聖マjア保育国
コ3山皿卑和保曹園
34う"のほし保国
コ5さくら保肯国
"山王保青園
羽、とお保
開聖憶保官国
即聖母保畑
如琶浦上保官血
41 青迫保官閑
42 滑石保
'3 ピッ'ξら保青閏
"浄石センター保営国
"長此保育国
46 ★年俣"隔

47 畠ゆみ保育国
48女の都胃い島保官■
●"はら保肖面
50西山台保育園

51擬ケ匠俣脊所
貌仁田保育所

闘大浦児貴困
斜桐ノ木保脊回
闘たんぼぽ保脊倭
郭ロザリオ保斉園
罰日吉幼児図
鶚茂木保
鵠鶴台保育圃
印唯念寺保脊園
引轟の風保脊雷

枇小ケ倉保脊西
此ダイヤランド保斉
刷昆戸保育園
価形上保脊個
備尋為保育園
田にしうみ保育廻
欄黒崎聖母保育園
脚出津愛児凾
肋外嵩まどか保宵園
"高浜保育園
陀ひよこ保脊園
悶こばと保育閏
沌結宅保脊園
乃ほほえみ保育
祐ししの子保育園
刀虹が丘まめの木保脊園
氾TONroN鰯保脊園
門アルムの風保育団
帥香焼保育所ふるさと
81文おんが(保育園凍
肌よつば保脊凰
幻恵愛保育園
創あそびの杜保脊園

,王島

",g

※下線がある保育所は市立。
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長崎市の認定こども園の位置図(平成31年4月1日現在)

ロ:市立認定こども園(1箇所)
0:私立認定こども園(43箇所)

や
力

2ざぽんちゃん爵町認定こど宅■
3 幼保遷峰型露定、どt晶るみ物重■

4励畳畢捕昼畔'●費きEノキオ=ゼ橿

5認定こだ^聖母の鵡士幼穐

6 謡實こと梱雪母●*直曇鴫靖隆■

7 咋嘉翁盲畍='掬"直ピノ"=七●

8 詔宣■如主と将顎角・こ、れυ門,ー,

9 露定昌どま■王童物霞閑・美童保■

10 幼母遍脅型降竃ことt●揺田こども●

"認定こども図いなさ幼
12ざぼんちゃん浦上認定二ども田

13 誌窒こどキ●キンダーフィールト

14 論母違風型鼻竃こど宅● Uかり鵡発国

15 花田こども閏

16認定こざ竃晶墨信愛幼穐量
17 幼保通携型口ーサ認定こども団
18 詔定こどキ●盧優牡会並幼稚幽

19 青山こど
20詩母直■訂喚'梱冨 U゛リ如奪豊

21長南山認定こども閏
註認定こども図百合幼園
23豆窒二七橿富士常見動ユモス慨宙邑

24 集山こども
25聖アントニオ幼稚閏
26 認定二ど宅●みの「が丘幼椎屋

27詩邑●角冒動二ι■^0^輯此阜如

郎住吉こども田
29捉定こど宅●筑二女の尋幼稚■

30認定こども閏女の都幼'田
31あぜかりこども圃
32 尋空こど●異鴫゛坤斜捻■・異●゛鴻保盲■

33 堂●運肴型撃重二と掬里卓弐●゛=ι゛

34 幼保連携型樫山認定こども園
35 認定こども閏中央こども閏
36 断侵連提型課量こど毛■文矯保胃■

37記定こど宅眉大濁信優幼穐田
380丘碧喪傑謀窒ニピ山と艶二ど゛

39 ■■"乾==.ι'急訓"抽冨、'●キ闇

40深堀こころこども閏
41 菓の花こども国
42 蛙畏違畏型露定こと{●三和端桶国

43時丘連昏璽穿寛こどι●●6t丘こども盾

斜かがやきこども団

0

※下線がある認定こども園は市立。
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長崎市の幼稚園の位置図(平成31年4月1日現在)

ロ:市立幼稚園(1箇所)
0:私立幼稚園(17箇所)及び長崎大学附属幼稚園(1箇所)

じ
力

1 長崎女子經期大学附区幼根国
2皓台寺幼稚
3垣訪幼稚園
4レデンプトール幼稚
5日幼稚閏
6あやめ東幼稚
フくるみ西幼稚園
8 聖マリア幼稜園
9港石中央幼稚

10 住吉幼稚園
Ⅱ大園幼稚園
12くるみ北幼稚圃
13 みやま幼稚
14 小ケ倉幼雑園
15 ダイヤラント青い鳥幼稚園
16 深堀純心幼稚園
17 おおとり幼稚園
18長嶋大学附風幼稜園
19 嘉島幼称閑
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長崎市の放課後児童クラプの位置図(平成31年4月1日現在)

や
6

I S肱U臥,LA・HOUSE

2レインボーハウス

3荏町ウラづ
4ドリームキ'ノズ上町
5学童保筒西堰クラづ
6学童保西蝦フレンズ
7ゆうかり党クラづ
8寺ギノズクラブ
9友愛八帽町センター

10 皇塵クラブ
Ⅱドらゴンキ・ノズすわ
12あモびの会
13 あそびっこ
14元気っ于クラプ
15 ゆうゆうクラづ
16オランダ壕児量クラづ
17 さくらんぼクラづ
13やがみクラづ

W ウラづつ以さ
20 古質ギノズウラづ
21 戸石いちごクラブ
髪たちぱなクラプ
閲学査轄宅ゆんたく
N学童くらぶ寺子
15 とんねるケラづ
2■サンサンク5プ
27 高枕台クラづ
舶学重保官ι心さっこクラブ
"友受センター
30 城山学童ウラづ
31 蚊栄学童ウラづ
ⅡなかよU、ウス

33 あさひっこウラづ
34 小榊児童クラブ
35 寿の子クラづ
36 手,藍クラづ・てぐまうこ

37 つくL人゛ぼクラブ
38さくらっチハウス
39 すまいる・きっず
40 夕やけキッズクラづ
41 にじっこクラづ
'2こすもすクラブ
43 たんぼぼクラづ
44 α,U0キウズクラづ
45 わがなキウズクラプ
如たけのニウラプ
47 とまちクラゴ
48 学童住と重ちにこ{=ク5づ

"戸翫学量どんぐり山ウラづ

50 おれんじキ・ノズ

51 厚しのこらんど

52 ちびっこルームrミッキー」
53 みょうじょう
曳菜の花クラづ
郭ちびっ干ハウス
託呑使きらりキ・ノズ
57 三和学宜クラプガリバー
舶為石児窒クラづ
卵二和学童ケコ・.台
帥野母児クラブ
引学童保青ひばり
配ひぱりカス
閼みのりが丘児重クラプ
制ドリームギノズ住官
"川早学窒クラづ
帖ピノキオクラプ
町みはらウラづ
聞たんぽぽクラづ
"たかおウラブ
叩ひだ卦"ラプ
71 ひだまりっこ
72 よつぱウラブ
73 やまざとクラづ
フ'やまざとキッズハウス
75 ひだまりコレンズハウス

76 きんだーくらぷ

刀おおくす児重クラブ
沌の子クラプ
79 子どもの家
即たまりぱ
θ1若菓クラブ
B2 ぞ'K'1」クラブ
B3 西町どルぐ、」いズ
B4 にしきたキ・ノズ
B5 にしきたスター
師にしきたファイづ
'フくれよんクラづ
卵保育なめしウラづ
"ひまわりギノズ
即・北隈児クラづ

91 長嶋北児窒クラブ
枇あじ凱、クラブ
訂tつみ学査ケラブ
叫あおぞらウラブ
"ドリームガー〒ン

肺おひさまクラブ

@

tp.
0

野●鴫



長崎市の子育て支援センター等の位置図(平成31年4月1日現在)
0:子育て支援センター

■:子育て短期支援施設
ロ:病児・病後児保育施設

町
画

0子育て支摂センター
1 びよびよ(中町)
2 ひなたぽっこ(大浦町)
3 風の子らんど(戸石町)
4 ピクニック(若町)
5 ぴっぴ(布牲町)
6 きずな(矢上町)
7 みなみ(竿浦町)
8 もりのクレヨン(片淵1丁助
9 つぱめサークル(上崎町)
10 ひまわり広場(琴嵩戸根町)
※発達支擬特化型施設

にじのく1こ(三芳町)

■子育て短期支援施設
11 浦上養育院
12 マリア園
13 明星園
14 西山台保育園
※光と緑の(大村市)

口病児・病後児保箆設
15 クローバー
16 にこにこルーム

1フボンクラージュ
18 あおむし

19 あひるっこルーム

20 ポニールーム

野犀時



3

長崎市の0歳から11歳の子どもの数は、減少することが見込まれます。

期中の子どもの人口予

年度

0歳

1歳

2

3歳

4歳

5歳

0~5歳

R2

2,フ73

2,893

R3

3,061

2,697

2,802

3.075

6

R4

3,099

7歳

8歳

9歳

10 歳

11 歳

2,朋4

3,032

3,060

3,083

17,558

3,305

3,221

3,2促

3,347

18,248

3,216

3,218

3,316

3,328

3,311

2,629

2,725

2,793

2,部7

3,018

3,045

17,067

3,044

R5

(単位:人)

2,574

2,価7

6~11

R6

2,717

0~Ⅱ歳合計

2,524

2,601

2,649

2,691

2,753

2,767

※平成30~31年の4月1日の住民基本台帳人口(外国人含む)にょる男女別1歳ごとの人
口を用いて、コーホート変化率法4により予測

2,843

3,518

3.306

19,907

3,003

3,310

3,31 1

3,326

19,671

16,561

3,007

3,050

3,293

38,155

3,205

3,192

3,289

2,828

4
コーホート変化率法:コーホートとは同時出生集団のことをいい薮す.同じ年怖のグループ、例えぱ、ある時点の3歳児の

グループが、翌年、 1年経って4歳になるまでの問に転入、転出あるいは死亡により変動した人口比を用し
て人口の推計を行う方法がコーホート変化率法です。なお、 0歳児人口はコーホートが存在しないため、
15~49歳の女性に対する0歳の子とも(男児・女児)の割合(婦人子ども比)を用いて男女別・0歳人
口を求めています.

16,046

2,965

3,01 1

3,船4

37,229

3,326

3,196

19,366

3,176

36,433

3,304

3,282

19,026

3,179

35,587

3,190

18,6引

34,707

-57 ー





第4章 幼児期の教育・f呆育の

充実





等の正な量の保

現状と題は、P14~17 照

・保

就学前児童の保護者が、希望に応じた教育・保育施設(幼稚園、保育所、認定こ

ども園)等を利用できるよう、今後の量の見込みとその確保策を定めます。

(1)の見込みと確保策の考え方

【量の見込みの考え方】

保育(2号認定子ども(3~5歳児)及び3号認定子ども(0~2歳児))

のについては、幼児教育・保育の無化や共働き世帯の増加などにより、保

育利用率が伸びていくと見込んでおの、過去3年間の保育利用率(長崎市全体

及び各区域)の実績を基に、令和2年度から令和6年度の保育利用率が平均的

に伸びていくものと見込んでいます。

教育(1号認定子ども(3~5歳児))のの見込みについては、 3~5歳

児の99.4%(平成31年4月1日現在)が教育又は保育のいずれかの施設

に入所しており、入所しない児童も一定数見込むと両施設への入所率は横ばい

になると見込んでおり、 3~5歳児の数から、入所しない児童及び2号認定子

どもの数を除いた児童数が、1号認定子どもの数になると見込んでいます。

その結果、保育利用の伸びと少子化による児童数の減少とが相殺され、保育

のはほぼ横ばいで推移し、教育のは減少していくものと見込んでいます。

確保策の考え方】

保育所等待機児童は、平成31年4月時点で解消しましたが、その後の保育

ニーズに対応できるようの確保を図ります。

0 定員数の不足が見込まれる区域については、令和6年4月には、全ての区

域で定員内保育を実現できる計画として策定します。

0 確保策は既存施設の活用を基本とします。

1 保育所等の整備、定員見直し等(保育所の新設を含む。)による定員増

Ⅱ幼稚園の活用(認定こども園への移行等)

Ⅲ認可外保育施設の認可保育所への移行

0 1号が不足する区域については、隣接区域等で確保することとします。

0年度途中の保育需要の増加については、受け入れ体制がある施設において

は、定員を超えて一定数の入所を行うことによの弾力的に対応することとし

ます。



認定こども普及に係る基本的考え方】

0 認定こども園は、保三者の就労状況等によらず、柔軟に子どもを受け入れ

られるという特長があることから、供給を満たしている区域であっても、認

定こども園への移行は今後も進めぎす。

0 認定こども園の類型としては、幼保連携型を中心に移行を進めますが、地

域や施設の状況に応じて幼稚園型、保育所型もしくは地方裁量型への移行も

進めます。

【産休・休後の教育・保育施設等の円滑な利用の確保】

0 産休.育休明けにスムーズに教育・保育施設が利用できるよう前述の取

の組みを進めます。

【子育てのための施等利用給付の円1 な実施の確保】

0 施設等利用費の給付方式について、保、者の経済的負担や利便性等を勘

案し、幼稚園(新制度末移行)の保育料等については現物給付により支給

し、認可外保育施設等の各種利用料については保護者からの請求のあった

翌月に償還払により支給しています。

0 特定子ども.子育て支援施設等に対して施設等利用費を支給する場合に

おいて、資金繰りに支障を来すことの無いよう配し、現物給付により支

給する保育料等については、年2回、 4月及び10月に、半年分を概算払

しています。

0 特定子ども・子育て支援施設等の確認や公示、指導監督等の法に基づく

執行や権限の行使について、長崎県に対し、施設等の所在、運営状況、監

査状況等の情報提供、立入調査への同行、関係法令に基づく是正指導等の

協力を、必要に応じ、要請することとしています。



(2)量の見込みと確保策

ア斬制における区分

認定区分 対

1 ^・急忍^

利用できる施設等

満3歳以上で保育の必要性が恋い子ども幼稚園、認定こども園

2号急忍定

3号認定

満3歳以上で保育の必要性がある子ども保育所、認定こども園

イ保の必要性の認定事由

①就労

②妊娠・出産

③保護者の疾病・負傷・障害

④同居又は長期入院等している親族

の介き.看,

5 災害復旧

満3歳未満で保育の必要性がある子ども

象

ウ量の見込みと保

(長崎市全体)

保育所、認定こども園、

地域型保育

年度

求職活動

就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)

虐待、 D>

育児休業をする際に、既に保育利用中

の子どもの継続利用が必要であると認

められること

※特定教育保育施設:新制度に移行するため市の確認を受けた幼稚園、保育所、認定二ども園
※モの他:小規保集など

※確保策の数字は、利用定員

(塑位・人)

⑥
⑦
⑧
⑨



(16 区域邪」)

1東長崎.1青白見

年度

認定区分

A量の見込み(推計二ーズ)

B確保策

保施設特定

(新制度未移行幼稚園

'その他

確保策と見込みの差(B・A)

11

計

317

^

A量の見込み推計ーズ)

B確保鯖

;聽定教保施設

!幼雅園斬制度禾1多1丁
1その他

確保築と見込みの差 BA

年度

認定区分

2

502

502

2弓

1写

R2

3弓

1-2歳0歳

75571

301 !

1Ξ 30

739

27フ

27フ

734

734
,闇●●●■●●冒■闇

5

355

60

2

1弓

445

53

530

172

455

70

385

■●■■■●■■^■甲甲●●弔1■.●●弔●■■●三●.●,●,.●●雫,●.,Ξ.N,,耳..雫.■■

1゜

'馬場片淵長崎
年度

綿定区分

A量の見込み(推計二ーズ)

B確保策

特定教保育施設

幼稚園(新割度未樹丁)

その他

確保築と見込みの差 BA)

計

532

574

574

6

1=

2臂

1

R5

0歳

46

■.■●●,゛●●゛..● 1◆●'1+◆三三1●◆N,三■,,1■◆■■尋■■

407

2写

741

502

502

悶

歳

57

R4

426

747

739

739

0歳

57;

149!

149;

^

12歳

45

19

3茸

1-2歳

d51

咋..●.●'..ι...●●..、●●三●..●●0●●'●、■●●●●●●●●●●●●,1●◆,●,●,●

95

計

522

0歳

46

38

1

■甲●●^■■●●●■,.●●●■●●●W●●■

2弓

1写

計

508

440

440

648

648

0,

92!

286

2

52

2弓

314

552

A量見込み推計ズ)

B確保蹟

栢定教保設

幼稚園斬特度未樹
その他

確保策見込みの差 BA)

589

589

任度

認定区分

2ち

R6

369

502

502

0

0

133

0

2ぢ

R2

711

67

R4

歳

57

74

749

0歳

56

745

フ78

フ78

3胃

12歳

475

479

479

0
'ー+、冒1冒1++.11 ●●●●●,●●●,●1■

0歳

571

3号

1 2歳

34

06

06

8

.●●■■●●■甲,●三■.,●●■.●●●三

2

744

744

23B

169

169

3弓

1,2歳

457

464

464
●●●三..'●●.●三島.◆●●1甲■■三●■甲^■■■弔■■甲●●●●弔●甲■●.●■.,●

■■.^,■...^.^●^^^甲●冒,^

530

530

0

104

164^

164

0十

532

648

馴8

0

'1

.十

1ぢ

.0,..

28

ハ島大浦梅香崎
年度

認定区分

見込み(推計ーズ)

確保藁

特定教 施設

、劫穫幽"薪制度声棚÷

....、..1.........'..Ξ

9

1号

26

543

543

2号

17

537

262

275

0

291

628

628

R5

2穹

■●■●●●●

699

28

537

262

27

R3

0歳

57

355

355

68

793

793

7

8

R6

0歳

56,

Oi

140

.一●■、.'晶、■冒.●●●

793

793

3号

2歳

27

4

0

193

455

70

385

計

497

確保策見込みの差 BA)

■■.■.■■弔.■■.■1,■●●■■●,●1■●■●.●,■●冒,弔●.

3ち

ト2歳

270

計

1脊

....'.....,.,.......,.●●,,●●三..,●●...●●●.,●●......●

1写

57フ

57フ

83

1写

28

2弓

557

557

4

A量の見込み推計_ズ)

B確保策

特寔教育保育施設

幼稚園斬制度禾樹丁
訳

!その他

確保築と見込みの差 B・A)

242

2弓

27

537

262

275

0

266

262

537

262

275

R6

2号

455

認定分

268

695

R2

R4

0歳! 1

58

452

2号

直■■■■甲◆冒●■1■甲甲●●

696

793

793

0歳

46

0歳

57

530

530

単位人

793

793

首宇

2歳

447

3弓

1・2歳

257

27フ

27フ

39

85

U●羊●●●.●●●●.◆●●●●'●◆●,'●゛●●'●●■U●●●●

●●●■甲●●●直■゛,●●.■゛●●●●●,●゛●●

計

314

355

355

.軍●』..,.゛吋,^叶●、■●●"^■.■■●●●^■■.■●●■■●"●●.

140

140

51

、.'.....'4.'.'...0...●.

計

505

■■■●....●●●'、.●●●●●..●冒晶●島●●●冒■◆冒■ 1■弔冒

27フ

27フ

433

417

417

452

452

計

303

1吟

01

87'

計

49

,■●●●●●●1●●●●●●

1号

597

597

179

2弓

355

355

104

557

557

455

70

385

R5

211

■■◆風■■■●●弔■■甲

2弓

430

455

■^.■^.

0歳

46

78

78

R3

計

316

355

355

429

530

530

27フ

27フ

.●...●●..'●.●冒●.、冒冒■冒10●●■1●

0歳

46

52

276

3号

1-2歳

271

244

269

.■.■●●■●.●晶●■^◆●◆●●.●■●1■● 1■◆冒■冒●甲冒弔1■甲一●冒1+◆冒冒1◆冒,1 司,●●4.■

1

.1

315

32

27

27フ

冒......■■,■,●■■■.■..■.■..■.●●●●●●●●●●●●●● 1◆◆冒弔,耳+◆弔,冒1.

計
5

号

碍
2

2
 
2

5

号

内
駅

号
2

フ
-
 
5
 
0

フ
.
フ

2
-
 
2

2
 
2
.

3
 
3
山

5
 
5

号
2

0
-
5

フ
.
8

-
3

0
"
5

フ
-
83

号
2

0
5

0
田

0
5

4
 
4

フ
フ

0
2

U
4

0
8

刃
刃

0
釘

0
舛

0
舶

フ
リ

0
8

0
扣

0
印

0
沌

0
蛤

氾
胎

0
"

0
齢

0
5

0
狐

0
兜

"
"

0
田

兆
袖

0
如

氾
胎

氾
胎

0
9

0
 
1



④日吉・茂木・南
年匿

認定区分

A の見込み(推計二ーズ)

B確保策

L特定敦・保
1幼稚匝(斬制度未移行)
藩a池、

確保藁と見込みの差(B,A)

年匿

認定区分

A の見込み(推計二ーズ)

B確保策

1特定敦育・保育庫設
{幼稚閏(新制度宋糊テ)

訳
法の他

確保粛と見込みの差(B・A)

01

1ち

451

JN,,++■"1Ξ+++●^◆^

555

65

490

"6

450

29

2弓

R2

3弓

0歳; 1-2歳

4i 3765

68

0

67

'29

^晶号^..■■^

土

1弓

計

,'1

⑤戸町・小ケ倉・土井首
年度

認定区分

41

54

1弓

計

2弓

R5

1写

28

2弓

64

A の見込み(推計二一刀

B確保筑

!括定教・保

1幼稚四(覇制屋朱1劃テ)

1その他

確保集と見込みの差(B・A)

0歳

R3

6

3弓

1・2歳

31

66

'23

0歳

4

3号

1-2歳

34

0

31

'28

0歳:

16!

221

191

41

13 !

計

131

131

2ぢ

69

U●●●●●●◆■●"●●'U三一●

典3

35

114

105

1号

年度

認定区分

A田の見込み{推計三ーカ

B確保策

1括足教育・保施股

1幼稚回(新制度釆チ劃テ)
駅......".、、

1その他

確保築と見込みの差(B・A)

計

555

65

490

'五

486

67

1弓

R6

92

0

23

38

1弓

.ーー■.^^■

20

2号

2ぢ

122

308

二

R6

2ち

99

一●U●ι..

200

165

35

0

' 108

0

32

27

2号

61

R2

0

0

0

0

'27

0歳

3弓

0歳 11・2歳

59; 339

113! 308

1131 308

580

R4

555

65
ー...、.ー.....ー.■●^■■●■■◆■■◆ U●●■●U-一■,●叫闘一■●

ーー....ー......一■"^■..^..

9 0 9 31 6

3弓

1-2歳

30

3弓

1-2歳

52

68

499

499

0歳

16;

221
二

19;

0歳

Ξ"1,●●■■,U1■■U●●凹U●■■■^●■.ー^Ξ^^

R4

3ぢ

1・2歳

33

0

34

0歳

16

22

19

114

105

゛''

0

'81

221

19i

計

113

計

398

1智

⑥深堀・香焼・伊王島・高島
年度

認定区分

A の見込み{推計二一刀

B確保秦

噛定教育・保姫設
内・・・,,,,,・・・,・・・・・・,・・・・,,,・・・・,・・・

!幼稚回(新制度朱樹テ)訳
運再他

確保策と見込みの差(B・A)

3号

1・2歳

49

62

56

計

^●...●.ー..

0!

541

甲^^●,●

0簾

16:

1号

218

0

24

11

2臂

37

421

421

0

'31

200

165

35

0

'18

8

R5

276

(嵐位:人)

2弓

529

529

529

114

105

0

33

200

165

35

0

'76

0歳

611

1231

123!

胎

計

561

3写

1・ユ歳

331

328

328

3臂

1-2歳

54

0歳

591

1181

118

114

105

504

504

3号

1-2歳

336

^■●闇^■.冒.

0

'57

計

392

0!

62!

3弓

1二2歳

57

62

56

師.■■^."●^.師.師.

計

395

1写

^甲"卿,司●,,,■"●"■,●

318

318

1弓

451

451

463

0

'3

1阿

194

2阿

A の見込み【推計二ース)

日確保策

436

436

104

555

65

490

0

451

年度

認定区分

01

'18

2写

200

R6

245

0

59

2号

R2

522

200

121

0歳.1

62; 330

1271

127

R4

531

531

70

0歳

161

22 !

191

548

114

105

0歳

3写

1-2歳 1

62

(単但:人)

529

529

3穹

1・2歳

333

.,

!是,_麺投
(斬制度末矧子)

確保策と見込みの差旧・A)

.冒,^

'45

一■冒^."".^"..■●1

9

'8

9

'フ

"ー"^.".を呼....ー...,ー.

123

1231

3321
3321

0

'19

計

392

計

1司

01

651

三●●鴫E●●●三1.●0●●●,-U●1■■●'

3281 451

"t

393

●^●●■■^■■●

78

459

459

83

555

65

490

0

472

0

631

2写

3281

計

R5

105

6

2胃

108

0

'5

0
 
0
-
0
-
 
0

06

3
3

ー
ー

0
 
0
-
0
-
0
 
02'

0
9

0
 
0
-
0
"
0

5
-
5
-
0

6
"
3

1
一
一

フ
.

6
.

4
5

8
7

内
訳

31

0
-
0
-
0

号
2

内
訳

0
2

"
一
"
-
0
6

1

6
5

号

3
6

1

0
0

内
訳

9
6

号1

9
均

9
6

教
壷
馳

黄
塾
そ

"
野

O
M

お
0

田
脚

0
リ

"
"

0
部

"
"

鼠
鈎

O
N

小
:
動

餌
鼠

側
:
聳

9
N

"
"

0
⑳

"
"

0
的

,
^
:
、
^
、
.
^

"
"

.
^
;
:
^
:
.
^

曳
曳

0
7

.
住
側

4
 
7
 
フ

3
 
6
 
6

弱
餌

α
:
創

脚
"

0
 
1

0
力

O
M

,
住
,
.
沙

0
 
1

0
9

2
6

6
5

餅
1
劇

4
5

8
7

0
8

2
6

6
5

玉
:
劇

4
 
5

8
 
7

乃
桝
乃

6
扣

9
狐

9
 
5

王
:
.
彰

砧
餌
乃

2
6

6
5

6
B



7 和野母崎
年度

認定区分

A量の見込み推61_ズ〕

B確保策

桔寔教育保育応設
幼雅園斬制度未糊丁
その他

確保築見込みの差 A

.,

316

0

70'

1

年度

認定区分

A の見込み(計刀

B確保預

特定保育施.丑

幼稚園{新制度未移1丁

その他

確保果と見込みの差 A

2弓

94

R2

R6

228

●■.、 1'Ξ11+三●●●三.●三●'三◆

0歳;

14;

281

281

238

238

3『

1-2歳

107

0

...,....."●■卵●、ー.一■■.'、◆●●1.●■●

■甲●■弔●■一●

23

310

310

晶●1●●冒●●◆◆●●.■◆■弔1■甲冒■弔

750

470

計

121

136

136

0!

14!

1弓

8江平山里
年匿

認定区

164

164

1冒

R5

72

ユ号

R3

2弓

A の見込み推計一

B確保蹟

特定教育保育施設
幼稚困新制度朱膨行

L.雫三. N,

その他

確保策と見込みの差 A

435

201

0歳

14

^

238

238

4

3号

1・2歳

125

136

136

750

70

280

0

537

14

1

0

112

1

01

70!

,●三,●●●.●●雫●●卓,●●゛●●,●●●●■●●●

...'●●●0.●●●゛Ξ..●●●●●●

計

139

1ち

38

0歳 1

44:

IM

164

1昔

認定分

A量の見込み(推計ズ)

B確保策

特定教育保育施設
円

幼稚園新制屋朱移丁
その他

確保策と見込み差

164

164

2号

59

R6

68

2ち

51

51

274

2写

28

R4

96

149

58

歳

14

R2

201

238

238

485

32

歳

141

^

^

238

238

単位・人

●.●●●,.三三■●1 ■◆三■■■■

0鰻

46

1 2歳

12

゛

3昌

1 2歳

124

512

512

3号

12歳

343

冒晶●..■●●●●●●◆●■

28

計

17

164

164

3写

1-2歳

27

,■●●,●■,●●●■●.●●■■●■

■"■■罰卵喜■雫,,■■甲.,●1,■,,甲■,雫弔,■.甲雫

0歳

28:

....,,..

.1

18

136

計

389

271

271

9西浦上=川
年度

認定区分

424

424

10

1弓

217

■■.^■●.■●'●●●三●●●

164

164

2ち

..●▲●

355

149

149

0

0

68

R5

(単位:人)

,A

252

12

2誓

497

A の見込み推計ーズ)

B確保秦

1特定教・保育施.翌

!幼稚困斬制度耒1劃
:その他

確保策と見込みの差 BA)

●●●軍●●●

50

R3

歳

45

527

527

491

耳..弔^.'●'Y●●^

2

3胃

2歳

346

0歳

46

34

3ち

1 2歳

336

3号

12歳

270

1写

●..●●..号.●..゛..........

0
..,....'ー.'.1.ι.'....、.、'.1.............

3

.t

391

341

341

114

114

計

382

281

281

428

428

195

邑^^W

2号

365

365

262

年度

認定区分

A量の見込み推計一刀

B確保策

特定教育保施設

幼稚回新制度未倒丁

その他

確保藁と見込み差 B・A

2弓

149

149

0

0

d6

R

234

2弓

489

527

527

760

80

280

0

498

R2

,^■司弔^...

160

149

149

0

0

85

460

R

簾

45

114

114

0歳 1

431

493

2ち

■+、、1"ー++●,一●写,,●●●.●,■

481

481

424

424

0歳

三■1■●■弔,"●■●弔●甲.雫●,.甲●●●●●,^,、■■●●昆

3弓

1-2歳

27フ

527

527
阜

3片

・2歳

340

計

1

351

102

102!

ι゛゛昆●●●●■三●●◆盟"●■●◆■◆■^,■■■■◆^

..●甲^●^ー^ー、'ι罰●

.......,....,.゛..,.....,...... 乳●●●●.●●..●晶.

.十

396

356

356
,■゛●●'■●●●●●●●.●

晶...晶■■晶...乞●..■■.^■'.^.冒■..■昆.軍■1■.■.

.t

320

0.

42

292

292

1号

計

385

306

306

01

443

443

1号

甲"

394

394

2号

8

393

393

30

30

2

750

70

R5

2号

^●晶

0

●◆●●●,■●●●

447

R3

3

歳

44

51

0

66

3ぢ

1・2歳

272

0歳

7

1

3写

1-2歳

268

三■.■^■●●●●●三

114

114

506

.冒..■.1■.■■,..■.1..■雫三吾■.甲●,毛.甲■雫●●.゛,●,■.,

1141

114;

.
゛

6
-
0
 
0

9

0
8

号

号

0
2

甜
印

ー
ー

号
2

内
訳

1

0
5

0
0

号

熟

号

内
訳

,
.

9
-
0
 
0
 
5

4

1

1

44

内
訳

0
.
0

8
、

2

号

95

7
 
4
 
2

内
訳

内
訳

6
 
6
"
0

9
 
9
Ⅱ

0
抑

O
N

6
6

9
9

0
鴫

O
N

祁
詑

0
"

O
N

0
Ⅱ

怖
怖

0
お

N
祁

0
刃

創
加

0
刀

0
兇

0
π

M
N

幻
田

O
U

0
5

0
"

0
師

0
リ

幻
町

0
8

5
 
7
 
フ

8
8

0
れ

O
M

O
U

0
Ⅱ

O
U

即
北

0
"

2
 
2

0
2

0
心

ー
ー

1
3

2
2

0
0



@淵.緑力t丘
年度

認定区分

A量の見込み{推計二ーズ〕

B確保策

噛定敦育・保育施設

勘稚困(新制度宋1劃テ)
1その他

確保築と見込みの差旧・A)

悶

3弓

ト2歳

174

1号

A量の見込み(推計こーズ)

B確保典

1精定教・保育施設
1幼確回(斬制度未糊テ)
1その他

確保挺と見込みの差(B・A)

年贋

認定区分

326

270

2弓

426

321

105

0

156

Rユ

552

0歳

46

438

438

0歳

25Ξ

309

309

3弓

1・2歳

373

0

'14

^^^

0

'114

100

1001

60

60:

3号

1・2歳

■甲●●●^●●1^.^

1ち

計

419

266

266

⑪岩屋・滑石・キ黄尾

228

1ち

2ぢ

01

'107

.,゛..,.●"●■●,●U●●叫",■●"●一●●.●●,,●●●.●●..,.............

0 0! 0 0 0

366

366

426

321

105

0

198

R5

265

3冒

0歳 11-2歳

47; 379

2穹

588

426

321

105

0

161

A の見込み(推計三一刀

B確保策

苅定教育・保設
勳稚園(新制度未捌引

1その他

確保築と見込みΦ差旧・A)

年度

認定区分

^,^●一+..'"、Ξ'ー+.冒'■,,●●●,゛^

R3

0

▲53

551

551

3写

0歳 11・2歳

46; 367

114Ξ 299
キ

1141 299

573

認定区分

'ー"^.■,曙"◆.""..".■.

'28

461

461

ー・・・・・・・・1・・・ー・・・・・・、・ー・・0 0! 0 0 0 0

計

197

124

124!

叩,■4●●一●"一●●●

0

'21

▲37

181

181

60!

6住

0

'112

.,

426

399

399

."●畦^μ●..

1781

1弓

計

413

フ71

523

523

01

68!

1写

203

1号

2写

20

413

413

A の見込み(推計二ース)

B確保策

井寺定敦・保施設
1辧僅困(斬制度東糊ラ)
その他

確保藁と見込みの控伯・A)

367

1,030

0!

37

0

'68

426

321

R6

画^.^.^.

245

2肯

580

2写

'17

97

0歳

47i

426

321

105

R2

R4

581

581

529

3ぢ

0歳 11-2歳

43! 317

601

601

581

3ち

1・2歳

385

0歳;

47!

計

192

223

452

452

1号

(単但:人)

526

計

203

124

124;

3司

1-2歳

373

161

1611

241

241

..ー.●^.^^

663

181

201

201

^^■.^..^.■三^■■阜■.冒■■■

0

'フフ

1191

119:

.十

432

0

'55

1

429

429

01

フフ'

1弓

師●●"^^"

2811

計

360

計

420

369

369

⑫丈L尾・西泊・福田

01

0

49;

553

553

175

255

281

1弓

231

231

2ち

1写

1,030

.^.■晶

■■..^...■.

373

373

01

'36

488

488

悶

認定区分

A の見込み(推計二ーカ

B確保策

持寺定教育・保施'

勤稚回(新制匿未樹テ)
1毛i"他"

確保氣と見込みの差旧・A)

325

0

▲4

494

0

121

2写

1.030

420

610

"6

705

0歳 1

421

卵^^巨^甲.

486,

486

R3

3"

1・2歳

318

514

0

フ75

2弓

0歳

43;

10oi

100;

351

221

221

466

466

190

190

0

0

15

R6

100!

100:

0

'8

3号

1-2歳

315

210

^^

342

計

360

317

317

0

▲48

直..1圏耳◆N"+●●●●●^●▲.

01

58!

'17

2号

1弓

弔,,耳■冒1冒耳.11冒+^^^^

0歳

22

計

358

297

297

417

417

190

190

,軍島",.ニ^

344

344

R4

0

'1

認定区分

A量の見込み(推計二ーズ)

B確保渠

01

57

3弓

1・2歳

170

1写

227

1弓

2阿

1,030

420

610

0

803

340

397

397

3ぢ

0歳江・2歳

24! 17フ

0

'18

18

R6

293

1,030

233

319

319

2号

^●^.1

488

2ち

,●,"^,■甲■.■,

190

190

65!

65;

0歳 1

431

1001

1001

R2

496

496

凧

U●●●●■◆●●■●U ●●U一●●'●●W'●●●Ⅱ゛●●●●●●●●●●

320

3号

1・2歳

321

512

476

476

0歳

25

304

304

計

201

'20

(単位:人)

3甘

1・2歳

171

171

3弓

1・2歳

316

'43

砿保策と見込みの差(B・A)

737

^^^■^"●■^

266

266

0

▲16

BI

364

551

55;

327

327

0

'36

1791
1511

'■●■●●●◆■●●●■●●●三■●●●ι.゛●●三 U一●▲●●.'●.

1ぢ

計

204

計

358

307

307

427

427

151

193

1弓

2ぢ

206

206

01

'28

190

190

'3

407

407

R5

218

0

'9

343

0

2弓

0歳

23

190

329

329

0

最

27

0
0

0

45

0
-
0
-
0

2
"
ー

4
-
6
-

内
訳

0
6

2
2

9
9

0

6'

75

内
駅

0
8

63

0
-
0
」
0

2
-
ー

4
 
-
6
】

0
-
0
"
0

2
-
ー
"

4
-
6
-

内
訳

0
-
0
】
0

均
一

0
2

34

0

0
 
2

03

円
訳

=
ー

■
■弛薪

一

■
(
+

敦
園推

熊
剰
モ

内
訳

0
 
1

0
ル

O
M

内
訳

0
4

O
B

0
邱

0
"

0
釣

ー
ー

0
臼

0
9

0
 
7

0
閧



小;1原

A の見込み(推計ニズ)

B確保策

1特定教育保育施設
1幼稚閏新制度未糊テ
L

その他

確保策と見込みの蔑 BA)

年度

認定区分

.............ニ....●.....Ξ.

年度

認足区分

A量見込み推計一ーズ)

B確保策

特定教育保育施投
ト

幼雅晒斬制度未樹丁
その他

確保築と見込みの差 BA)

昌

93

2智

90

189

0歳

13

143

143

0

計

3弓

1 2歳

95

...',■■冒'...1 ",■甲●■●■■1-,、',■.■弔1■甲●冒晋■甲

計

344

31

31:

264

264

1写

.,

108

56; 4

●●^●●●■●●..

⑭重

.,

1片

2弓

55

122

122

R5

2号

.'咽....●●●..11冒1++◆冒1,圏+■弔

0

161

2弓

75

■●弔一.●三

A 岳の見込み(推計二ーズ)

B確保藁

1特定 施設

(斬制度宋矧子){麹推軍
}ぞi"弛、

確保築と見込みの姜伯・A)

0歳

12

年

認定区分

0

153

153

3号
12歳

93

173

0

,●、,●,甲.■',●●

0歳

冒+++冒11冒耳.冒1 '冨■■■、■●●●●●■'

143
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3弓

1-2歳

96
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計
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31 !

31 ;
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闇.、■.........◆.."U.ー

423
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1写

.●■●●●昆●'■..雫■●■●●●三^.●●.●●■.●晶●●●◆●●

.十

56

.特定敦育保育施設

ケ幼稚画1イ薪嗣崖柔糊
その他

01

18:

1弓

09

0歳

2弓

10

の見込み(推計ズ)

日確保策

年度

認寔区分

R6

27フ

●●●,^●●1■●,.

27

2号

3弓

1-2歳

25

64

159

2ち

135

135

R2

27

歳

163

163

90

37フ

●●■甲冒●,■岡'

3号

1-2歳

92

166

0歳

0鰻

372

372

41

単位人

13
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^,●●^●
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1・2歳

289

31 ;

31!
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2教

[主な取組み1

・保等のの向上

【幼稚園教諭、保育士等への研修支援】

幼稚園教諭、保育士、保育教諭が、教育と保育を一体的に提供する意義や課

題を共有できるよう、合同研修開催などへの支援を行います。[幼児課]

【幼稚園教諭・保士の処遇改善、保育士の保】

国や県の制度を活用し、幼稚園教諭や保育士、保育教諭の処遇改善に努めま

す。また、長崎県が設置している「保育土・保育所支援センター」と連携し

て、保育土の確保につぃて支援します。なお、 3歳児の職員配置の改善などが

公定価格において加算措置として適用されることから、よりきめ細やかな保育

の提供を行うために推進します。[幼児課]

幼稚園、保育所等の運評価】

幼稚園や保育所等の運営について、事業者による自己評価を行うとともに、

第三者評価の実施についても促進し弐す。[幼児課]

幼稚園・保育所等と小学校の連携方策】

幼児期の教育.保育と小学校教育との円滑な接続のため、幼保小の子どもた

ちの交流と、臓員の意見交換や合同研修の機会を設け、よの緊密恋幼保小連携

に努めます。[幼児課]

【小規模保育事業と幼稚園・保育所との連携方策】

小規模かつ0~2歳児までの事業である小規模保育事業については、保育内

容の支援や卒園後の受け皿の役割を担う連携施設の設定を原則として求めるも

のとし、近隣施設や公立施設による連携に努めます。〔幼児課]



第5章 地域子ども・

子育て支援の推進





地子ども・子て支事業の

子ども・子育て支援法において、地域の子ども・子育て支援として以下の13の地

域子ども・子育て支援事業が位置づけられており、今後の量の見込みとその確保策

を定め、充実を図ります。

(1)延長保育事業

(2)・1 一時預かり事業(幼稚園型)

(2)・2 一時預かり事業(幼稚園型以外)

(3)地域子育て支援拠点事業(子育て支援センター)

(4)子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)

(5)病児・病後児保育事業

(6)放課後児童健全育成事業(放課後児童クラプ)

(フ)子育て短期支援事業(ショートステイ)

(8)妊産婦健康診査事業

(9)乳児家庭全戸訪問事業

(10)養育支援訪問事業

al)利用者支援事業

(12)実費徴収に係る補足給付を行う事業

(13)多様な主体が新制度に参入することを促進するための事業



(1)延保

概要及ぴ現状と課題は、P18

[量の見込みのえ方1

直近の延長保育の利用実績(平成30年度)を令和2年度の見込みとし、

令和3年度以降は、延長保育の対象となる2号認定子ども及ぴ3号認定子ど

もの保育の量の伸びに比例して伸びると見込み算出。

[確保策の考え方]

平日、土曜日の延長保育の量の確保については、現在、多くの保育所で実

施されており、対応できているため継続して実施します。

なお、休日保育については、認可外保育施設等で既に実施している施設の

周知を含め、ニーズに対応出来る方法を検討します。

照

[延保育業の量の見込みと確保策1

区域

市全体

度

A 量の見込

B 確保策

B-A

陀

6之09

6209

0

悶

6.1閃

6,1闘

0

R4

6,180

6,1印

0

(単位
怖

人【実人数】)
郎

6,178

6,178

0

6,158

6,158

0



[延保育業の量の見込みと確保策】

区斌

①東長・橘・
日見

②桜馬場・
片淵・崎

年度

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

③小・大浦・
梅香崎

④日吉・茂木・
南

⑤戸町・
小ケ倉・
土井首

⑥深堀・・
伊王島・高島

陀

765

765

0

701

701

0

455

455

0

64

64

0

589

589

0

120

120

0

210

210

0

526

526

0

469

469

0

585

585

0

535

535

0

316

316

0

179

179

0

425

425

0

50

50

0

220

220

0

郎

756

756

0

703

703

0

U9

449

0

63

63

0

575

575

0

1 17

117

0

205

205

0

525

525

0

468

468

0

594

594

0

525

525

0

319

319

0

170

170

0

428

428

0

50

50

0

216

216

0

⑦三和・
野母

R4

⑧江平・山里

758

758

0

714

714

0

U7

447

0

63

63

0

566

566

0

110

110

0

204

204

0

529

529

0

465

465

0

603

603

0

524

524

0

326

326

0

164

164

0

432

432

0

50

50

0

225

225

0

⑨西浦上・
三川

(単位

⑩淵・緑が丘

人【実人数))
R6

760

760

0

720

720

0

448

448

0

60

60

0

555

555

0

106

106

0

202

202

0

535

535

0

459

459

0

611

611

0

514

514

0

325

325

0

160

160

0

444

444

0

48

48

0

231

231

0

⑪岩屋・横尾・
滑石

⑫丸尾・西泊・
福田

748

748

0

723

723

0

457

457

0

57

57

0

550

550

0

99

99

0

208

208

0

533

533

0

453

453

0

609

609

0

513

513

0

322

322

0

158

158

0

451

451

0

48

48

0

229

229

0

⑬小江原

⑮外海・池

⑯琴海

重三⑭



(2)-1 一時預かり(幼稚園型)

概要及び現状と課題は、P19~20を照

[量の見込みの考え方]

新制度に移行する幼稚園が増えることを考し、令和3年度までは、利用

人数の伸ぴ率(平成27年度から平成30年度の実績)のとおり伸びると見

込み算出。令和4辱度以降は、就学前児童数の減少に伴い減少すると見込ん

で算出。

[確保策の考え方]

幼稚園の利用希望が強い保き者に対して、長時間預かり保育を提供するた

め、引き続き推進します。

幼稚園のない区域(「④日吉・茂木・南」、「⑮外海・池島」)については、

近隣の区域で確保します。

[一時預かり

区填

市全体

年度

A 量の見込

B 確保策

B-A

(幼稚園型)の量の込みと確保策]

陀

130612

130,612

0

吊

169,796

169,796

0

郎

165721

165721

0

(単位 人【延利用人数】)

郎

157,215

157215

0

161,412

161,412

0



[一時預かり業(幼稚園型)の量の見込みと確保策1

区斌

①東長崎・橘・
日見

②桜馬場・
片淵・長崎

年度

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B・A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

邑A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B戸A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

③小島・大浦・
梅香

④日吉・茂木・
南

陀

⑤戸町・
小ケ倉・土井首

16β96

16,896

0

12,021

12,021

0

9246

9_246

0

1'112

1'112

0

11β01

"、801

0

3,983

3,983

0

3,585

3,585

0

10,466

10,466

0

10,012

10.012

0

10.342

10,342

0

14,037

14,037

0

8,927

8,927

0

3'557

3'557

0

10,603

10,603

0

426

426

0

3,598

3,5舶

0

⑥深堀・香焼・
伊王島・高島

鵬

22,179

22,179

0

15,865

15,865

0

11,496

11,496

0

1.499

1.499

0

15.013

15.013

0

5,720

5,720

0

3,925

3,925

0

13.663

13.663

0

13.292

13.292

0

14,421

14,421

0

17.679

17,679

0

11,885

11,885

0

4,073

4.073

0

13.847

13.847

0

537

537

0

4,702

4,702

0

⑦三和・野母崎

R4

21,453

21,453

0

15.732

巧.732

0

1 1,180

1 1,180

0

1,541

1,541

0

14,208

14,208

0

5,330

5.330

0

3.937

3.937

0

13,595

13'595

0

12,350

12,350

0

14,245

14245

0

17,086

17,086

0

12.165

12,165

0

3,696

3,696

0

13,762

13,762

0

557

557

0

4,884

4,884

0

⑧江平・山里

(単位

⑨西浦上・三川

人【延利用人数D

郎

⑩淵・緑が丘

20,690

20,690

0

15,373

15,373

0

1 1,174

11,174

0

1,4U

1,4U

0

13,592

13,592

0

5,156

5.156

0

3,600

3,600

0

13,573

13,573

0

".605

11'605

0

14,267

14,267

0

15,936

15,936

0

12,074

12,074

0

3,412

3,412

0

14,023

14,023

0

487

487

0

5,006

5,006

0

⑪岩屋・横尾・
滑石

⑫丸尾・西泊・
福田

19,47フ

19,47フ

0

14,867

14,867

0

11.680

11,680

0

1,348

1,348

0

13,186

13.186

0

4,667

4,667

0

3.984

3.984

0

13.349

13,349

0

10.852

10,852

0

13,フ74

13,フ74

0

15,463

15.463

0

11,896

11.896

0

3,301

3,301

0

14,059

14,059

0

455

455

0

4.857

4β57

0

⑬小江原

⑭三重

⑮外海・池島

⑯琴海



(2)・2 一時預かり業(幼稚園型以外)

要及び現状と課題はP19~20を参照

[量の見込みの考え方]

延利用人数の伸び率(平成27年度から平成30年度実績)のとおり伸び

ると見込み算出。

[確保策のえ方1

一時預かり事業を行う保育所は、 20箇所(平成31年4月1日現在)あ

り、定員枠は一定確保できていますが、地域によっては不足しているため、

ニーズに対応できるよう増やします。

また、ファミリー.サポート・センターにおいてもまかせて会員を増や

し、一時預かりの二ーズに対応します。

[一時預かり事業(幼稚園型以外)の量の見込みと確保策]

区壊

市全体

年度

A の見込

B 確保策

一時預力Ⅱ,X保)

ファミサポ(未就)

B-A

陀

8 236

23,922

22,2U

1,678

16,686

用

8 507

24,756

23,028

1,728

16,249

凧

8,フ78

25,590

23' 810

1.780

16,引2

(単位 人【延利用人数】)

R6

9 叫7

26.424

24,592

1,832

17,37フ

9,317

27' 2舶

25 370

1,8羽

17,叫1



[一時預かり

区斌

①東・橘・
日見

年度

A 量の見込

B 確保策

一時預かり(保)

ファミサポ(未就)

B-A

A 量の見込

B 確保策

一時預力WX保)

ファミサポ(未就)

B・A

A 量の見込

B 確保策

一時預力、ιX保)

ファミサポ(未就)

B-A

A 量の見込

B 確保策

一時預力WX保)

ファミサポ(未就)

B-A

A 量の見込

B 確保策

一時預かり(保)

ファミサポ(未就)

B-A

A 量の見込

B 確保策

一時預かり(保)

ファミサポ(未就)

B-A

A 量の見込

B 確保策

一時預力、LX保)

ファミサポ(未就)

B-A

A 量の見込

B 確保策

一時預かり(保)

ファミサポ(未就)

B-A

(幼稚型以外)の量の見込みと確保策1

②桜馬
片淵・長

③小島・大浦・
梅香崎

^

964

3,313

3,256

57

2,349

1,214

2,526

2,005

521

1,312
494

1,736

1,718

18

1,242
8

18

15

3

10

519

1,841

1' 827

14

1,322
255

908

902

14

闘3

訂

170

169

123

1.410

3.21 1

2.681

530

1,帥1

④日吉・茂木
・南

悶

975

3,344

3,285

59

2,369

1.251

2.61 1

2,074

537

1.360
537

1,898

1,舶0

18

1,3例

⑤戸町・
小ケ倉・土井首

叫

1.010

3.466

3.4妬

61

2,柘6

1,304

2,747

2,194

553

1,443
561

1,981

1,962

19

1,420

(単位:人

悶

1,048

3,606

3,543

63

2,5卵

1.353

2.87フ

2.3的

568

1.馳4
573

2,029

2,010

19

1,456

⑥深堀・香焼・
伊王島・島

【延利用人数】)

郎

1,081

3,729

3,664

65

2,制8

1,400

2,984

2,397

舶7

1,584
5能

2,083

2,063

20

1,闘5

⑦三和・野母崎

⑧江平・山里

1,8引

1,866

15

1,361
253

903

897

15

650

62

219

217

2

157

1,473

3,385

2,839

546

1,912

※表中、一時預かり(保)は保育所での一時預かり、ファミサポ(未就)はファミリー・サポート・
センター事業の確保策のうち就学前児童分の再掲。

1,917

1,902

巧

1.378
257

918

912

15

661

59

207

205

2

14B

1,548

3,604

3.042

562

2.0卵

547

1,叫6

1,931

15

1,3舶
259

925

918

巧

6卵

58

205

203

2

147

1,627

3,843

3,265

578

2,216

1,995

1,979

16

1.闘5
264

942

935

16

678

50

176

174

2

126

1,705

4,071

3,475

596

2.366

3
 
3
 
0
 
3
 
0
 
065

3
3
0
3
0

3
3
0
3
0
935

6
 
9
 
6
 
3
 
3
 
035



区城

⑨西浦上
三川

年度

A 量の見込

B 確保策

一時預かり(保)

ファミサポ(未就)

B-A

A 量の見込

B 確保策

一時預かり(保)

ファミサボ(未就)

B-A

A の見込

B 確保策

一時預力Ⅶ火保)

ファミサポ(未就)

B-A

A 量の見込

B 確保策

一時預力札,X保)

ファミサポ(未就)

B-A

A 量の見込

B 確保策

一時預かり(保)

ファミサポ(未就)

B-A

A の見込

B 確保策

一時預力U,X保)

ファミサポ(未就)

B-A

A 量の見込

B 確保策

一時預かり(保)

ファミサポ(未就)

B-A

A 量の見込

B 確保策

一時預力U,X保)

ファミサポ(未就)

B→

⑯淵・緑が丘

池

724

1,840

1,621

219

1,116

631

1.942

1,843

99

1.311

870

2,905

2,831

74

2,伽5

449

1.57フ

1,560

17

1,128

95

319

312

7

224

370

1,327

1,321

6

957

7

20

19

13

179

269

164

105

卯

⑪岩屋・
横尾・;石

陥

739

1,875

1,650

225

1,136

餌4

1,982

1.881

101

1.3闘

898

3.001

2,925

76

2,1閃

469

1,餌6

1.628

18

1,17フ

97

330

323

2闘

389

1,398

1,392

6

1,000

⑫丸尾・
西泊・福田

則

(単位:人

郎

751

1.898

1.666

232

1,147

664

2.047

1,943

104

1,開3

927

3,105

3,027

78

2'178

476

1,674

1,闘6

18

1,198

98

330

322

8

232

399

1,435

1.428

7

1,036

⑬小江原

【延利用人数】)
郎

767

1,934

1,695

239

1,167

682

2.105

1.9兜

107

1,423

飾0

3,帽2

3,101

81

2.2詑

481

1.釣2

1,673

19

1,211

蛤

329

321

8

231

416

1.497

1,490

7

1,0引

4

10

⑭三

フ76

1,946

1.700

246

1,170

704

2.178

2,068

110

1,474

982

3,297

3.214

船

2,315

489

1,723

1,704

19

1,234

96

321

313

8

225

430

1,553

1,546

7

1,柁3

⑮外海・池

⑯琴海

※表中、一時預かり(保)は保育所での一時預かり、ファミサポ(未就)はファミリー・サポート・
センター事業の確保策のうち就学前児童分の再掲。

4
0
9
1
6

1

9
 
1

3
 
8
 
7

4
9
8
1
5

0
5
7
8

1
 
2
 
1
 
ー

1
5
9
0
9
1
ー

1
2
1
ー

6
1
1
6
5

1
2
1
ー

5
7
9
8
2

1
 
2
 
1
 
ー



(3)地域子て支援拠点事(子て支センター)

概要及び現状と課は、P21 照

[量の見込みのえ方]

ニーズ調査において、「今まで利用したことがない」と回答した割合

857%及び「今後利用したい」と回答した割合156%を、年度ごとの推計

児童数にそれぞれ乗じ、さらに年間利用回数を乗じて新規増加利用人数を見

込み、その人数に現行の利用実績(平成30年度:31,444人)を加えて延

利用人数を算出。

確保策の考え方1

0 末設置の区域に、子育て支援センターの設置を進めます。なお、設置にあ

たっては、利用者の利便性を考します。

0 利用状況に応じ、設置数も含めて検討します。

[地域子育て支

区域

東崎・橘・日見

桜馬場・片淵・崎

小・大浦・梅香崎

日吉・茂木・南

戸町・小ケ・土井首

深堀・香焼・伊王・高

三和・野母崎

江平・山里

西浦上・三川

淵・緑が丘

岩屋・滑石・横尾

丸尾・西泊・福田

小1工原

三重

外海・,

琴海

市全体

市全体

点事業(子育て支援センター)の量の見込みと確保策]

(の見込み単位:人【延利用人数】)

年度 R2 R4 R5R3現在の

設匡数

2箇所

1箇所

1箇所

0箇所

1箇所

0箇所

1箇所

0箇所

1箇所

1箇所

0箇所

0箇所

0箇所

0箇所

1箇所

1箇所

10箇所

42,444

フ,644

5,707

3,038

158

3,596

1,664

523

4,066

3,078

6,467

2,646

1,57フ

684

1,066

24

506

17箇所

A の見込み

A の見込み

A の見込み

A の見込み

A の見込み

A の見込み

A の見込み

A の見込み

A の見込み

A量の見込み

A 量の見込み

A の見込み

A の見込み

A の見込み

A の見込み

A の見込み

A の見込み

B確保策

41,389

フ,452

5,563

2,963

154

3,507

1,623

511

3,965

3,002

6,306

2,580

1,538

667

1,040

24

494

17箇所

45,445

8,185

6,109

3,253

169

3,850

1,782

560

4,353

3,296

6,924

2,833

1,689

732

1,142

26

542

14箇所

R6

43,667

フ,862

5,871

3,125

163

3,700

1,713

539

4,183

3,167

6,653

2,722

1,623

703

1,097

25

521

17箇所

40,480

フ,289

5,442

2,898

151

3,430

1,587

499

3,87フ

2,935

6,168

2占24

1,505

652

1,017

23

483

17箇所

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
@
⑭
⑮
⑯



(4)子て助活支

概要及ぴ現状と題は、P22

[量の見込みの考え方】

第1期の基準値(平成25穿度:1848日)から5年間の伸び率(約

15%)を基に、平成30年度(2,124日)を基準として、令和6年度まで

毎年度3%の増加を見込み、延利用日数を算出。

確保策の考え方】

ファミリー.サポート・センター事業は定員等の設定がなく、確保提供

を数値化することが困難恋ため、量の見込み数を確保提供量とします。

(ファミリー・サポート・センター)

照

[子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)の量の見込みと確保策】

区壊

市全体

年度

A 量の見込

B 確保策

B-A

R2

2253

2,253

0

R3

2,321

2321

0

R4

2,391

2,391

0

(単位:日【延利用日数】)
R6R5

2,462

2,462

0

2,536

2,536

0



区斌

Φ東長崎・
橋・日見

[子て助活動支

②桜馬場・
片瑞・長崎

年度

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 破保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策
B-A

A 量の見込

B 確保策
B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策
B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策
B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 確保策

B-A

A 量の見込

B 磯保策

B-A

③小島・大浦・
榔香崎

事業(ファミリー・サポート・センター)の量の見込みと確保策1

(単位:日【延利用日数】)
R3R2 R4 R6 R6

④日
南

⑯琴海

・茂木・

⑤戸町・
小ケ倉・土井

フフ

フフ

0

700

700

0

24

24

0

4

4

0

円

円

⑥深堀・書焼・
伊王島・高島

141

141

0

⑦三和・野母
崎

86

86

0

708

708

0

29

29

0

4

4

0

25

25

0

9

9

0

4

4

0

720

720

0

2舶

299

0

137

137

0

106

106

0

27

27

0

"

"

0

12

12

0

0

143

143

0

0

13

13

0

17

17

0

0

IM

144

0

⑧江平・山

⑨西浦上・三
川

94

g4

0

716

716

0

35

闘

0

5

5

0

31

31

0

"

11

0

5

5

0

727

727

0

3叫

304

0

1綿

143⑩淵・

103

103

0

724

724

0

41

41

0

⑪岩屋・横尾・
滑石

丘

d,丸尾・西泊・
福田

711

711

0

294

294

0

132

132

0

99

99

0

23

23

"2

"2

0

733

733

0

47

47

0

6

6

0

M

44

0

15

15

0

7

7

0

743

743

0

315

315

0

155

155

0

127

127

0

41

41

0

16

16

0

26

26

0

0

14B

148

0

⑬小江原

⑭三重

0

卵

3B

0

相

13

0

6

6

0

735

735

0

310

310

0

149

149

0

120

120

0

36

36

0

14

14

0

21

21

0

0

146

146

0

⑯外海・池島

5
5

0
8
8
0
2
2
0

0
3
3
0
2
2

3
3

ー
ー

ー
ー

0
0
0
0
8
8
0
1
1
0

ー
ー



(5)病児・病後児保業
概要及ぴ現状と課題はP23参照

[量の見込みの考え方】

教育・保育のの見込みに、ニーズ調査の利用意向率(229%)及び利用

意向日数の平均(595日)を乗じて延利用人数を算出

[確保策のえ方】

現在、市内6箇所に設置していますが、特に利用が多い地区の動向と周辺

地区も含め、繁忙期など利用できない状況を考し、配置を検討します。

[病児・病後児保育事業の量の込みと確保策】

長崎市全体

年度

A の見込み

B確保策

B-A

R2

14,044

12,300

'1,7U

R3

13,939

14,000

61

R4

13,981

14,000

19

(単位

R5

人【延利用人数】)

R6

13,966

14,000

34

13,938

14,000

62



(6)放課児

要及ぴ現状と

[量の見込みの考え方1

放課後児童クラプに登録している児童数(実人員)及ぴ小学生全体に占め

る登録率は、平成22年度以降増加傾向であり、今後も増加傾向が継続する

ことが見込まれます。そのため、ニーズ調査に基づき算出した令和6年度の

の見込みに向けて、令和2年度から平均的に増加するものとして利用児童

数を算出。

健全成業(放課後児

題はP24~25参照

確保策の考え方】

放課後児童クラブの設置(新設・移転・拡大)については、事業者におい

て整備し、それに係る経費を補助することとする。ただし、学校の余裕教室

等が確保できる場合は活用可能とする。

なお、の見込みが少葱い5小学校区 6也島、日吉、南、伊王島、高島小

学校区)については、放課後子ども教室5等の実施により、放課後等の安全安

1山な居場所が確保されているため、放課後児童クラブは設置しないこととす

る。

クラブ)

[放課後児童全育成事業(放課児童クラブ)の量の込みと確保策]

長崎市全体

年度

A の見込み

1年生

2年生

3年生

4年生

5年生

6年生

計

B確保策

R2

1,4餌

↑,446

1.234

968

753

430

6,295

フ,505

1,210

(単位 人

R3

1,529

1,504

1,307

1,043

809

466

6,価8

フ,的4

936B-A

【利用児童数】。以下、

R4

1,581

1,553

1,334

1,113

874

495

6,950

フ,831

881

6放課後子ども教室

各小学校区とも同じ。)
R5 R6

1,6121,610

1,5911,591

1,371 1,370

1,196 1,279

934 1,002

534 578

フ,236 フ,432

8,043 8,196

807 764

次代を担う人材の育成のため、放課後児童クラプを利用する児童だけでなく小学校区に居住する全ての

児童が多樺忽体験・活動を行うことができる所.毎日開設している放課後児童クラブと違い、週に数
回の実施.
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高学年

計
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A

年度

の見込み

B確保策

低学年

学年

計

A
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の見込み

R2
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51

96
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1 1 1
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B確保策

49

25

74

96

詑

1 17

60

17フ

190

13

89

44

133
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'12
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62
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低学年
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計

A
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0
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0
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年度

の見込み

B確保策

低学年

高学年

計

の見込みA

B確保策

B-A

R2

低学年

R3

の見込み

B確保策

B-A

R4

低学年

の見込み

B確保策

B-A

R5

低学年

低学年

高学年

計

の見込み

B確保策

R6

B-A

Ⅱ

低学年

高学年

計

B-A

の見込み

B確保策

B-A

低学年

の見込みA

B確保策

'10

18

B-A

25

低学年

2526

A量の見込み

B確保策

B-A

'23

35

24



A

年度

の見込み

B確保策

低学年

高学年

計

A

B-A

の見込み

R2

B確保策

138

112

250

345

95

24

巧

39

45

6

訂

24

61

80

19

41

19

60

75

15

130

1 1 1

241

214

'27

162

70

232

243

11

25

13

38

幻

49

29

26

55

56

低学年

高学年

計

R3

A

B-A

の見込み

148

107

255

345

90

24

15

39

45

6

39

25

64

80

16

43

22

65

75

10

130

1 1 1

241

214

'27

172

72

24

243

▲1

32

13

45

87

42

30

25

55

56

B確保策

R4

低学年

高学年

計

A

150

104

254

345

91

28

15

43

45

2

37

30

67

80

13

48

25

73

乃

2

128

114

242

248

6

174

乃

249

243

'6

34

16

50

87

37

32

24

56

56

0

B-A

の見込み

R5

B確保策

147

110

257

345

卵

31

13

44

45

35

35

70

80

10

46

27

乃

75

2

129

113

242

248

6

165

83

248

243

▲5

36

21

57

87

30

34

23

57

56

'1

低学年

高学年

計

A量の見込み

R6

B-A

B確保策

146

120

266

345

79

32

14

46

46

0

36

37

73

80

46

28

74

乃

134

114

248

248

0

164

92

256

256

0

39

27

66

87

21

36

24

60

60

0

低学年

学年

計

A

B-A

の見込み

B確保策

低学年

学年

計

A
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年度

の見込み

B確保策

低学年

B-A

の見込み

R2

B確保策

136

197

低学年

高学年

計

R3

B-A

の見込み

18

B確保策

R4

低学年

145

釘

202

225

B-A

の見込み

R5

B確保策

145

64

209

225

低学年

高学年

計

R6

223

242

B-A

の見込み

B確保策

161

64

225

225

129

175

46

151

110

261

242

低学年

B-A

31

135

175

の見込み

8確保策

低学年

103

34

137

197

147

175

B-A

275

27フ

の見込み

B確保策

'19

126

55

181

141

'40

低学年

27フ

2刀

A量の見込み

▲23

124

66
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B-A

B確保策
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'2
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1 15
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'12
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197

低学年

高学年
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B-A
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A

年度

の見込み

B確保策

低学年

学年

計

A

B-A

の見込み

R2

B確保策

乃

20

95

80

'15

134

62

196

2鮖

99

44

20

64

62

'2

低学年

高学年

計

R3

A

B-A

の見込み

80

24

104

80

'24

147

71

218

295

刀

50

25

75

62

'13

B確保策

R4

低学年

高学年

計

91

26

117

80

'37

145

81

226

295

69

64

28

92

115

23

(フ)子て短期支業(シヨートステイ)

B-A

R5

概要及ぴ現状とは、P26参照

的

30

119

127

8

152

78

230

295

65

70

34

104

115

11

[量の見込みの考え方]

国が示す算出方法による数値に、児童虐待相談等による保護者の育児不安等

の事由により、本事業の活用が想定される数値を加えて、利用日数を算出。

R6

5箇所

[確保策の考え方】

現在の受入体制(児童養護施設3箇所、保育所1箇所、市外の乳児院1箇

所)を維持するとともに、利用状況等をみながら、必要に応じて実施箇所の

配置を検討します。

[子育て短期支援事業の量の見込みと確保策1

R3年度 R2

259日268日A の見込み

5箇所5箇所B確保策 5箇所

R6

239日

R4

252日

5箇所

R5

246日

三
重
小
学
校
区
畝
刈
小
学
校
区
鳴
見
台
小
学
校
区

3
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7
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0
 
0
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5
 
5
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1
 
5
 
5
 
0

ー
ー
ー
 
2
 
2
 
1
 
ー



(8)妊産

概要及ぴ現状と課

【量の見込みの考え方]

各年度0歳児推計人口X13回(妊婦健康診査平均受診回数)

査

はP27 を

[確保策のえ方]

適功な時期の妊婦健康診査受診を促進するために、早期母子健康手帳取得

の周知啓発や、継続して定期受診ができるよう関係機関と連携して必要恋支

援を行います。また、産婦健康診査については、助成制度の周知啓発を引き

続き行います。

照

[妊産婦

年度

の見込み

B確保数

A

診査事業の量の見込みと確保策]

R2 R3

実施体制

35,06136,049 34.17フ 33,462

36,049 35,061 34,17フ 33,462

0医療機関や助産院への委託

0委託していない県外の医療機関等での受診に対する公費負

(9)乳児家庭全戸問事

要と現状と課は、P28参照

[量の見込みの考え方]

各年度の0歳児推計人口を基に、転出・里帰り恋どにより訪問できなかっ

た割合を考し訪問件数を算出。

R4

[確保策の考え方]

事業について対象家庭への事前周知と理解を十分に図るなど民生委員.児

童委員が実施しやすいしくみを整え、民生委員・児童委員や他の関係機関と

連携して子育て家庭の状況把握を行い、必要恋支援につなげます。

-95 ・

(単位:回【延受診回数】)

R5 R6

2,360

2,360

凱児庭全戸訪問

年度

の見込み

B確保数

2,315

2,315

A

32,812

32,812

実施体制

業の量の見込みと確保策1

R3 R4

2,543 2,473 2,4】 1

2,543 2,473 2,411

0民生委員・児童委員協会への委託
0担当保健師の配置

R2

(単位:件【訪問件数】)

R5 R6

確
保
策

確
保
策



(10)支援訪問業

概要及ぴ現状と課題は、P28参照

[量の見込みの考え方]

過去の実績を基に平均伸び率を考

[確保策のえ方】

産婦人科・小児科等の関係機関との連携を強化し、支援が必要な家庭の把

握を確実に行います。また、対象者にあった養育支援が適句に行われるよ

う、体制の充実を図ります。

[養育支

年度

の見込み

B確保数

A

間業の量の見込みと確保策】

し実対象人数を算出。

実施体制

R2

(11)利用者支援

概要及ぴ現状と課題は、P29参照

・ 96 ・

0担当保健師の配置
0訪問支援者の配置

R3

匿の込みの考え方1

市内に 1 箇所設置。

20

R4

20

[確保策の考え方1

母子保健型を中核とした子育て世代包括支援センターにおいて、関係機関

と連携を図りながら、保健師等による相談体制を整えます。支援の必要な妊

産婦を早期に把握し、支援事業へとつ恋ぐことで、妊娠期から子育て期にわ

たるまでの切れ目恋い支援を行っていきます。

(単位

R5

人【実対魚人数】)

R6

20

[痢帰者支援

年度

A の見込み

B確保策

20

箇所【設置個所数D

R6R5

業の量の見込みと確保策】

R2

母子保健型

母子保健型

R3

(単位

R4

確
保
策

⑳
⑳

即
⑳

⑳
⑳

ー
ー

ー
ー

ー
ー



(12)実費徴収に係る補足給付を行う

要及ぴ現状とは、P30参照

【量の見込みの考え方]

令和2年度に対象となる幼稚園数が減少することに伴い、令和元年度から

の対象園児数の減少を推計し、令和2年度以降の見込みとして算出。

[確保策の考え方】

すべての対象者に給付するため、量の見込みと同数とします。

[費徴収に係る補足給付を行う

年度

A の見込み

B確保策

業

a3)多様な主体が新」度に参入することを促進するための事

[概要]

(巡回支援)

多様な事業者の能力を活用するため、新規参入事業者への支援を行う事業。

(特別支援)

私学助成(特別支援教育経費)や障害児保育事業の対象と恋らない特別恋

支援が必要恋子どもを認定こども園で受け入れる場合に、臓員の加配に必要

な費用を助成する事業。

R2

114

業の量の見込みと確保策]

(単位

R4 R5

114

R3

112

112 106

[今の方針]

(巡回支援)

既存施設の活用を基本としていることから、現時点では実施する予定はあ

りません。

(特別支援)

特別恋支援が必要な子どもの受け入れを促進するため、国の検討状況を見

恋がら検討します。

なお、長崎市独自の障害児保育対策事業及び発達促進保育特別対策事業に

おいて、支援が必要な子どもを受け入れる認定こども園・保育所・小規模保

育事業実施施設への補助を行っておの、今後も継続して実施していきます。

110

110

人【実対象人数D

R6

108

108

106





6章 その他の子とも・

子育て支援





1 子ての担

現状と課題は、P34~36、P44参照

(1)子てに閲する情報の収・発信の充実

【主な取組み・事業1

【イーカオの充】

子育て家庭への支援内容や幼稚園・保育所・放課後児童クラブなどの情報

に加え、子どもが参加できるイベント情報などを掲載し、また、利用者が意

見交換などをしたり、パパママモニターによるホームページへの意見を聴取

する葱ど、長崎市子育て応援情報サイト「イーカオ」の機能の充実を図り、

積極的な情報収集と情報発信に努めます。[子育て支援課]

※イーカオのアドレス"ttp://ekao-n長.jp/

子育てガイドブックの更】

子育て家庭への支援内容や幼稚園・保育所・放課後児童クラプなど子育て

に関する情報を掲載した長崎市子育てガイドブックを適宜更新し、子育て世

帯への配布を行います。【子育て支援課]

母子保健事業における情報提供】

子育て家庭への様尽な制度や育児・地域に関する情報などについて、乳幼

児健康診査や育児学級等で情報提供を行いぎす。

[こども健康課、各総合事務所地域福祉課]

(2)子てに関する相体制の充実

[主な取組み・事業]

【こども総相談の周知・充】

子どもに関する総合相談窓口である「こども総合相談」について、広報なが

さきや相談箇所を記載した力ードを配布すること等により周知を図ります。

弐た、専門職を配置するなど相談体制の充実を図ります。併せて、若年層

の保☆者にとって利用しやすい、メールによる相談を実施します。

[子育て支援課]

【親子の心の相談の施】

子どもの関わの方に悩んでいる保き者に対して、精神保健福祉士、

医が専門的恋アドバイスを行う「棄見子の心の相談」を実施し薮す。

[子育て支援課]

小児科



子て世代包括支援センターの実施】

保健師等による相談窓口の周知を図り、妊娠・出産・子育てに関する相談

に応じます。薮た、必要な情報提供、助言、保健指導を行い、妊娠期から子

育て期にわたるまでの切れ目恋い支援を行います。

[こども健康課、各総合事務所地域福祉課]

(3)子てを通した仲間づくりの推進

[主な取組み・業】

【お遊び教室の開催】

民生委員.児童委員等の協力を得ながら、地域の公民館やふれあいセンタ

一等で「お遊び教室」を開催し、 0歳から就学前の子及ぴ保護者の交流や子

育てに関する相談・助言を行います。[子育て支援i剰

育児学の実施】

生後2か月から1歳までの第一子とその保護者を対象に育児学級を開催

し、保二者どぅしの仲間づくのや、保健師等による育児相談を行います。

[こども健康課、各総合事務所地域福祉課]

【子育て支センターの充実】※地域子育て

概ね3歳未満の乳幼児親子が地域において、

センターを充実します。[子育て支援課]

拠点事業の掲

交流・相談できる子育て支援



(4)庭の子て力向上の支

[主な取組み・事業】

【親育ち学びあい講座の施】

子育ての精神的負担軽減やしつけの方法等を学ぶ殊見育ち学ぴあい講座」

を実施します。[子育て支援課]

講座名

はじめてママ

のびのび子育て講座

内容

生後2か月から5か月の第1子と母親を対象に

育児の知識を学びあうとともに親子の紳づくり
を図る。

【父への子て支援】

家族が協力し合って子育てができる環境をつくるため、父親への支援とし

て、妊娠中の両親学級、父親も対象とする育児学級、父親と就学前児童が参

加する「お遊ぴ教室パパデー」を開催します。

[子育て支援課、こども健康課、各総合事務所地域福祉課]

1歳から就学前の子どもを持つ親を対象にテー

マに沿ったグループワークにより子育ての負担
軽減や仲間づくのを図る。

ファミリー・プログラムの実施】

0歳から15歳までの子どもの保護者が子育てについて語り合い、学ぴ合

うワークショップ「ファミリー・プログラム」を小中学校などで実施します。

[生涯学習課]

子育て応擾購座】

公民館や文化センターで子どもを育てる保.者を応援する講座を実施し

ます。[各公民館、各文化センター]

親
育
ち
学
び
あ
い
講
座



(5)地域や商店街、職などで子てを応援する取組みの推進

[主な取組み・事 1

【赤ちゃんの駅の設置推進】

子育て家庭が子連れで外出する際の負担を軽減するための、授乳室やオム

ツ替えスペースを市民に無料で開放してくれる施設について企業等に働き

かけを行うとともに、赤ちゃんの駅認定施設をホームヘージで紹介し広く周

知します。[子育て支援課]

地域コミュニティ連絡協会の設立及び運営支援】

自治会をはじめ地域の様尽恋団体が連携し、地域課題の解決に向けた取り

組み(地域におけるまちづくり)を行う地域コミュニティ連絡協議会の設立

及ぴ運営支援を行います。[地域コミュニティ推進室、中央総合事務所総務課、

各総合事務所地域福祉課(中央除く)、各地域センター(中央除く)、地域支

援室]

支える仕組みづくりの検討】【まち全体で子育て

子育て家庭が外出時恋ど、どこにいても子育てを応援してもらえるよう、

民間企業の参画を推進するため、商店街や臓場恋どの参画を推進し、まち全

体で子育てを支援する仕組みを構築します。[子育て支援課]

【ファミリー.サポート・センター事業の充実】※子育て援助活動事業の再掲

地域において育児の援助を行いたい者(ぎかせて会員)及び育児の援助を

受けたい者(おねがい会員)が会員となり、地域の中で一時的な子育ての助

け合いを行います。[子育て支援課]

(6)子てを総合的に支するための拠点の整備

[主な取組み・事業】

【こどもセンターの設置】

市民や地域における子育て支援への様尺恋取組みを支えながら、子どもや

子育て家庭を総合的に支援する拠点施設と恋る、(仮称)こどもセンターの設

置を進めます。[子育て支援課]



(フ)済的支の実施

【主な取組み・事業]

【児童手当の支給】

中学校修了前の児童を養育している保を者に対し、児童手当を支給し、子

育て家庭の経済的負担の軽減を図のます。〔子育て支援課]

子ども医療費の助成】

中学校卒業薮での児童を対象に、医療費の一部負担金のうち、子ども医療

費の自己負担限度額を差し引いた額を助成します。

また、全国どこでも同様の助成が受けられるよう長崎県や国に制度の設立

を働きかけます。[子育て支援課]

【助の実施】

保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受ける

ことができ恋い妊産婦に対し助産を行います。[子育て支援課]

【学擾助制度】

経済的理由により就学困難な小中学生の保護者に対し、

などの経費の一部を援助します。[教育委員会総務課]

幼児教育・保育の無償化】

令和元年10月から、子ども・子育て支援法等の一部改正に伴い、 3歳か

ら5歳までの子どもを持つ全世帯及ぴ0歳から2歳ぎでの子どもを持つ住

民税非課税世帯を対象に、子ども・子育て支援新制度の保育所等における保

育料を無料としています。

また、無化に伴い、副食費は保き者の負担となの家したが、子どもが通

う施設間での公平性を保つとともに、保護者がこれまで負担していた額を超

える負担をしないよう、弐た、通園する施設により不公平となら恋いよう、

国の負担軽減策に加え、市独自の支援策を講じています。[幼児課]

ひとり親庭への経,的支】

ひとり親家庭への経済的支援として、児童扶養手当の支給、医療費の助成

必要な資金の貸付等を行います。[子育て支援課]

学用品費や給食



2 子どものちへの支

現状と課題は、P39~41参照

(1)子どもが遊び・学ぶ場の充実

【主な取組み・業]

【全天候型子ども遊戯施設の整備】

「あぐりの丘」に子どもが遊びながら成長できる全天候型の子ども遊戯施

設を整備します。〔子育て支援課]

【放課後子ども教室の推進】

全ての小学生が、放課後や週末に色凡な活動が体験できる「放課後子ども

教室」を市内全小学校区で実施することを目指すとともに、そのうち、半数

(34箇所)以上で放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体型を実施す

ることを目指します。[こどもみらい課]

【放課後児童クラブと放課後子ども数の一体型の推進方策】

放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体型の実施にあたっては、放課

後児童クラプの支援員と放課後子ども教室のコーディネーターが連携して、

プログラムの企画段階から内容・実施日等を検討できるよう、必要に応じて、

打ち合わせができる場を設けます。また、こども部、教育委員会及ぴ学校で

連携し、余裕教室の活用等について、協議を行うとともに、実施にあだって

の責任体制を文書化するなど明確にします。[こどもみらい課]

【青少年育成協議会の支援】

地域において青少年を健全に育成するだめに、様々な体験・交流活動等を

実施する青少年育成協議会を支援します。[こどもみらい課]

【人材育成】

地域での体験・交流活動を支える指導者の養成を行います。

[こどもみらい課]

【夏休み子ども講座等の公民講座】

子どもたちが気軽に参加し、交流できる学習の場を設けます

[各公民館、各文化センター]



中高生と乳幼児のふれあい体験】

中高生が乳幼児とふれあい、子育ての楽しさや難しさを実感する機会を設

けるため、「お遊び教室」への参加を促します。[子育て支援課]

薬物や感染症への知昔及】

薬物乱用防止教育の充実を図るとともに、エイズや性感染症への知識の普

及啓発を図ります。[健康教育課、地域保健課]

(2)子どもの安全対策の推進

【主な取組み・事業1

【子どもを守るネツトワーク活動の支援】

地域の力を結集して子どもたちの安全を確保する取組みを行っている「1」

学校区子どもを守るネットワーク」の活動を支援し該す。[こどもみらい課

【少年センター活勧】

青少年の非行防止と健全育成のために、学校や関係機関・団体等と連携を

深めながら、補導活動、相談活動、環境浄化活動を行うとともに、情報の収

集・分析・提供を行います。[こどもみらい課]

メディア利用のルールづくり】

PTA連合会と連携し、スマートフォンや携帯電話等のメディア利用のル

ールづくりとその遵守について、保.者への啓発活動に取り組みます。

[生涯学習課]



3 母と子の健への支援(

現状と課題は、P32~33参照

(1)妊娠・出産・児への切れ目ない支援

[主な取組み・事業]

【子育て世代包括支援センターの実施】※掲

保健師等による相談窓口の周知を図り、妊娠・出産・子育てに関する相談

に応じぎす。また、必要な情報提供、助言、保健指導を行い、妊娠期から子

育て期にわたるまでの仞れ目恋い支援を行います。

[こども健康課、各総合事務所地域福祉課]

【母子健康手帳の交付と保健導】

母子健康手帳を交付し、母子の健康管理を促すとともに、すべての妊婦の

状況を把握するため、保健師等による相談支援や保健指導を推進します。

〔こども健康課、各総合事務所地域福祉課]

市母子保

【妊産婦健康診査】※再掲

妊婦一般健康診査(14回)及び産婦健康診査(2回)を実施します。

適靭な時期の妊婦健康診査受診を促進するために、早期母子健康手帳取得

の周知啓発や、継続して定期受診ができるよう関係機関と連携して必要恋支

援を行います。荻た、産婦健康診査については、助成制度の周知啓発を引き

続き行い弐す。[こども健康課、各総合事務所地域福祉課]

画)

前産後の支援】

相談支援事業や産婦健康診査等により、支援の必要な妊産婦を早期に発見

し、産科医療機関等と連携しながら、必要な支援を行い弐す。

[こども健康課、各総合事務所地域福祉課]

訪間や教室による児への】

妊娠や出産により不安を抱える妊産婦や乳幼児などに、適切な訪問指導を

行います。また、各種教室の開催によの、保き者の育児不安の軽減や育児に対

する正しい知識の普及に努めます。[こども健康課、各総合事務所地域福祉課]

【不妊への支援】

特定不妊治療にかかる相談や治療費の助成を行い、子どもを望む夫婦への

支援を行います。[こども健康課]



(2)子どもの健やかな成への支援

[主な取組み・事業]

【康診の施】

乳幼児の健康診査の受診を勧奨し、未受診者への早期対応を行うことで乳

幼児の健康管理を促します。

精神・運動発達上の支援が必要な幼児とその保'者を対象に教室を開催し、

集団遊びや発達相談の場を提供します。また必要時には発達健康診査等を勧

奨し、専門的な支援につ恋ぎ荻す。

幼児期の歯科健康診査、歯科口腔保健指導などを行い、子どもの歯の健康

を守ります。[こども健康課、各総合事務所地域福祉課]

予防接の実施】

伝染のおそれがある疾病の発生又はまん延を予防するため、予防接種につ

いて周知し、定期接種を勧奨し薮す。[こども健康課]

【小児医療に対する支援】

乳幼児の健康管理を継続的に行うため、保,者に対して、「かかりつけ医」

を持つことの重要性を啓発します。

また、末熟児養育医療や自立支援医療(育成医療)、小児慢性特定疾

病医療などの助成を行います。[こども健康課]



4 児虐待等の防止

現状と課題は、P37参照

(1)待・いじめの発生予防

[主な取組み・事業】

【子どもを守る条例の周知・啓発】

虐待やいじめ等から子どもたちを市民一丸となって音るために制定した

「長崎市子どもを守る条仮山について、出前講座やり一フレットの配布など

を行い周知・啓発を図のます。[子育て支援:剰

【こども総合相談の周知・充実】※再掲

虐待やいじめ、子育てに関する総合相談窓口である「こども総合相談」に

ついて、広報ながさきゃ相談箇所を記載した力ードを配布すること等により

周知を図のます。また、専門臓を配置するなど相談体制の充実を図ります。

併せて、若年層の保☆者にとって利用しやすい、メールによる相談を実施し

談す。[子育て支援課]

【子の心の相険の実施】※掲

子どもの関わの方に悩んでいる保き者に対レて、精神保健福祉士、

医が専門的なアドバイスを行う「案見子の心の相談」を実施します。

[子育て支援課]

【親育ち学びあい購座の実施】※掲

子育ての精神的負担軽減やしつけの方法等を学ぶ「楽見育ち学びあい講座」

を実施し、児童虐待の防止につなげます。[子育て支援課]

【養育支援訪事業の実施】※掲

出産後問もない時期や、さまざまな要因により養育が困難に恋っている寡

庭に対して、育児についての技術的助言や指導、家事援助等の支援を行い、

児童虐待を未然に防止します。[こども健康課、各総合事務所地域福祉課]

【子育て世代包括支援センターの実施】※再掲

保健師等による相談窓口の周知を図り、妊娠・出産・子育てに関する相談

に応じます。また、必要な情報提供、助言、保健指導を行い、妊娠期から子

育て期にわたる談での切れ目ない支援を行います。

[こども健康課、各総合事務所地域福祉課]

小児科



(2)早期発見・早期対応への支体制の充実

[主な取組み・事業】

【子ども総合拠点にょる支援の充実】

全ての子どもとその寡庭及び妊産婦を対象に、子ども等に関する相談全般

から、社会福祉士、臨床心理士などによる専門的な相談対応や継続的な訪問

を行い、具体的な寄り添い型の支援を行います。〔子育て支援課]

早期発見、早期対応】

乳幼児健康診査の場や保育所、幼稚園、小中学校等と連携し、虐待やいじ

め等の早期発見、早期対応に努めます。[子育て支援課]

係機鬨との連携、員の資質向上】

長崎市親子支援ネットワーク地域協議会(長崎市要保護児童対策地域協議

会)及び長崎市子どもを守る連絡協議会を中1山に、学校、察、児童相談所、

婦人相談所等の関係機関と連携を図るとともに、研修や事例検討を通して関

係者の資質向上を図ります。[子育て支援課]

【乳児全戸訪問事業の実施】※掲

生後4か月弐での乳児がいる寒庭を民生委員・児童委員等が訪問し、子育

てに関する情報の提供や、子育ての状況を把握することで、支援が必要な家

庭を早期に発見し、保健師の訪問などにつなぎ談す。

[こども健康課、各総合事務所地域福祉課]



5 ひとり

現状と課題は、P31参照

(1)生活の支

住な取組み・事業】

【母子・父子自立支援による相談】

母子・父子自立支援員を配置し、母子家庭・父子家庭等の生活指導や相談.

助言を実施します。[子育て支援課]

への

【日常生活支援】

ひとり親家庭の保三者及ぴ婦が病気や本人の就学などの事由によりー

時的に日常生活に支障が生じている場合に、家庭生活支援員を派遣し、寡事

や育児恋どの日常生活の支援を行います。[子育て支援課]

(畏嶋市ひとり親

【母子生活支擾施設】

母子生活支援施設において、配偶者のない女子、またはこれに準ずる事情

にある女子及ぴその者の看三すべき児童を入所させ保護するとともに、自立

促進のために生活を支援します。併せて、退所者についても相談その他の援

助を行い素す。[子育て支援課]

等自立

【保所への先的入所】

ひとり親家庭が安1小して就労・求臓活動ができるよう、継続して優先的入

所選考を実施します。[幼児課]

【市営住宅への優先的入】

ひとり親家庭等の市営住宅への優先的入居を実施します。[住宅課]



(2)済的支援

【主な取組み・事業】

【児童扶養手当の支】

ひとり親寂庭等に対し、児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進

に寄与するため、所得状況に応じ児童扶養手当を支給します。[子育て支援課]

ひとり親庭・寡娼医療費の助成】

20歳未満の子を監三するひとり親家庭の母・父及びひとり親寡庭の母・父

に監護されている18歳未満の子(父母の恋い 18歳未満の子も含む)、寡婦

に対し、所得状況に応じて医療費の一部負担金のうち、ひとり親寡庭・婦医

療の自己負担限度額を差し引いた額を助成します。[子育て支援課]

母子父子寡娼福祉資金貸付金】

ひとり親家庭等に対し、児童の修学や自身の技能習得等に必要な

し付け、経済的自立を支援します。[子育て支援課]

保育料等の減免】

ひとり親寡庭等の世帯で、一定の要件を満たす場合には、保育料及び放課

後児童クラプの利用料を減免します。また、保育所保育料等の決定について

は、未婚のひとの親寡庭の父または母においても所得税法上の婦(夫)控除

を「みなし適用」します。[幼児課、こどもみらい課、子育て支援課]

金を貸



(3)就の支援

[主な取組み・事業】

【母子・父子自立支援ブログラムの策定】

母子.父子自立支援プログラム策定員が、ひとり親家庭の父または母に面

接を行い、個勺のケースに応じた自立支援計画を策定して、就業する上での

様尺な悩みや問題の解決を図り、きめ細やかで継続的恋就労支援を実施しま

す。[子育て支援課]

格取得等への】

介護臓員初任者研修等の教育訓練講座を受講する者や、看、師等の資格取

得のため養成機関で1年以上修業する者に対し給付金(自立支援教育訓練給

付金、高等職業訓練促進給付金)を支給し、能力開発や資格取得を支援しま

す。[子育て支援課]

【ひとり親庭等自立促進センターの運営】

長崎県と共同で長崎県ひとり親家庭等自立促進センターを運営し、就業支

援及び専門家による相談を実施し、ひとの親家庭等の自立を総合的に支援し

ます。[子育て支援課]

【関係機鬨との連携】

求人情報や各事業の情報を円滑に取得・提供するために、ハローワーク、

マザーズコーナー6やながさき就職支援ルームフ等との連携を図のます。

[子育て支援課]

6 マザーズコーナー;子てをしながら就臓を希望している方に対して、キッズコーナーのなど子ども連れで来所しやす
い環境を整備し、予約による担当者制の職業相談、地方公共団体等との連携による保育所等の情報提
供、仕事と子育ての両立がしやすい求人情報の提供なと、総合的かつ一貫した就礁支援を行う.

7 ながさき就職支援ルーム:ワンストップ型の就労支援を行うため長崎市役所内に設したハローワーク長崎の常設窓口



6 害児への支

現状と課題は、P開参照

(1)児支援の充実

【主な取組み・事業]

【教育・保施設でのけ入れ促】

保育所等において、精神・身体に障害又は発達遅滞のある乳幼児を受け入

れ、健常児とともに保育を行い、心身の発達を促すとともに、障害のある乳

幼児等を受け入れている保育所等に対する助成を行い、受け入れ施設の拡充

を図ります。

また、医療的ケアが必要な児童8を保育所等で受け入れるための支援体制

の構築等について検討を進めていきます。[幼児課]

【放綾児童クラブでのけ入れ促】

障害児を受け入れている放課後児童クラブに対し、助成を行い、障害児の

受け入れを促進します。[こどもみらい課]

【発達支のための健康診、相談の施】

乳幼児の健康診査を実施し、精神・運動発達の遅れや疾病、障害を早期に

発見するとともに、保護者、医療機関、保育所、幼稚園等から精神・運動発

達面の相談を受けた乳幼児に対する発達健康診査を行い、適切な助言・指導

を行います。

また、精神・運動発達上の支援が必要な幼児とその保三者を対象に、集団

遊びや発達相談を内容とする教室を開催します。

[こども健康課、各総合事務所地域福祉課]

在宅サービス及び陣害児通所支援の提供】

在宅で生活する障害児について、居宅介,や短期入所等の障害福祉サービ

ス又は児童発達支援等の障害児通所支援事業を実施し、在宅支援の充実に努

めます。

また、児童発達支援センターを有する「長崎市障害福祉センター」を中1山

に、地域の療育体制を行う事業強化します。[障害福祉課]

8 医療的ケアが必要な児量:医学の進歩を背として、 NICU (新生児中治擦室)等に長期入院した後、引き続き人工呼吸
器やろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な誓児のこと。
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地域における療支援の充実】

保育所、幼稚園、小中学校、障害児通所支援事業所又は医療機関の臓員を

対象に、障害福祉センターの専門臓員による療育技術指導や講習会を実施し、

地域における療育支援体制の充実を図ります。[障害福祉課]

障祉センターにおける発達支援の充実】

長崎市障害福祉センター診療所において、脚身に障害がある児童又はその

疑いがある児童に対し、診察・治療・発達評価・障害評価を専門的に行い、

医師又はセラピストによる療育とりハビリテーシヨンを適仞に実施します。

また、保育所、幼稚園等における巡回相談を行い、障害児の早期発見に努

めるとともに、専門臓員が保育士や保護者等からの相談を受け、適功恋指導

方法について助言します。

さらに、学童を対象としたグループ訓練や、寡族支援のためのぺアレント・

トレーニングを実施する恋ど、療育の一層のを図ります。[障害福祉課]

【医療的ケアが必要な児への支援の充実】

医療的ケア児が、身近な地域でその1山身の状況に応じだ適功な保健、医療、

福祉等の支援を受けられるよう、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関

係機関等が連携し、医療的ケア児支援の充実を図ります。[障害福祉課]

【就学・教育相談の充実】

発達障害を含む障害のある児童生徒一人ひとりに応じた教育を提供する

ために、就学.教育相談を実施しています。各幼稚園、保育所への案内、保

護者や教諭、保育士等を対象とした説明会の実施、さらに、小学校入学前に

実施される就学時健康診断においても就学相談の案内をしていきます。

今後も、より望ましい就学や適仞な教育的支援ができるよう情報提供に努

め、本人及び保護者に対して適切に相談を進めていきます。【教育研究所]

【特別支援学・通級指導教室の充実】

障害があることにより、通常の学級における指導だけではその能力を+分

に伸ぱすことが困難な児童生徒については、一人ひとりの障害の種類・程度

等に応じ、小中学校の特別支援学級、あるいは通級指導教室において適切な

教育を行っていきます。特別支援学級・通級指導教室の設置校の拡大や特別

支援教育支援員の配置等の充実を図ります。[教育研究所]



7 子てと仕事の

現状と課は、P42~43参照

(1)ワーク・ライフ・バランスの推進

[主な取組み・事業】

【ワーク・ライフ・バランスの周知・啓発】

長崎市労政だよりやその他情報紙等による情報発信を行うとともに、男女

共同参画推進センターにおいて、ワーク・ライフ・バランスに関する講座を

開催し、周知啓発を図ります。[産業雇用政策課、人権男女共同参画室]

【企業の表彰】

男女が共に働きゃすい臓場環境づくりに取り組んでいる企業を表彰し、そ

の取組みを紹介することで、臓場と家庭生活の両立支援を推進します。

[人権男女共同参画室〕

【企への融資】

ワーク・ライフ・パランスを推進する中小企業者を対象とした低利な融資

制度により、中小企業者の取組みを支援します。〔産業雇用政策課]

くるみん認定制度の周知】

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、その目

標を達成した企業のうち、基準を満たす企業を「子育てサポート企業」とし

て認定する「くるみん認定制度」の周知を図ります。[子育て支援課]

【父親への子育て支援】※掲

寡族が協力し合って子育てができる環境をつくるため、父親への支援とし

て、妊娠中の両親学級、父親も対象とする育児学級や父親と就学前児童力惨

加する「お遊び教室パパデー」を開催します。

[子育て支援課、こども健康課、各総合事務所地域福祉課]

(2)子てと仕の両立のための盤備

[主な取組み・事業】

【保育施設の整備】

保三者が安心、して子育てと仕事を両立できるよう保育所、病児・病後児保

育、放課後児童クラプ等を整備します。[幼児課、こどもみらい課]

立





第7章計画の点検・評価





計画の点検・評価

本計画の進捗状況について、毎年、庁内で点検するとともに、長崎市社会福祉審議会

児童福祉専門分科会(長崎市版子ども・子育て会議)に報告し、点検・評価を行います。

また、計画の取組み・事業の円滑恋実施へのご意見をいただきます。

本計画の内容、進捗状況や評価結果について長崎市子育て応援情報サイト「イーカオ」

等で公表し、市民への周知を図ります。

2 計画の見直し

本計画における「

合恋ど、必要に応じ、

の見込みと確保策」と実際の利用実,室等に大幅恋差異が生じた場

計画の見直しについて検討します。


